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Ⅰ 趣  旨 
  保育施設の給食は、教育・保育の重要な一部門であり、児童の健全な発育・発達、健康の維持

増進の基盤であるとともに、職員や他の入所児童と一緒の楽しい食事を通して心を育て、望まし

い食生活習慣を形成し、さらには児童の給食を通して、家庭及び地域社会の健康、栄養、衛生に

対する関心をも高め、食生活改善を推進するなど、その果たす役割は極めて大きい。 

  そこで、より適正かつ円滑な給食の運営を行うため、具体的な基準を設け、給食効果を高めよ

うとするものである。 

  なお、本手引きで示す栄養管理に関する様式については一例であり、本手引きの様式例の内容

を網羅していれば、施設独自の様式で差し支えない。 
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施 

 

設 

 

長 

Ⅱ 運営管理 
 １ 特定給食施設等の届出 

   特定給食施設の設置（給食の開始）等にあたっては1月以内に保健所を経由し、知事に届け

ること。（健康増進法第20条） 

   ただし、特定給食施設以外の施設（以下その他の給食施設）については、保健所長に届け出

ること。（香川県特定給食施設等指導要綱第４条、第５条） 

 

２ 特定給食施設等栄養管理報告 

   特定給食施設及びその他の給食施設は、毎年６月中に実施した給食について、翌月20日ま

でに、保健所長に特定給食施設等栄養管理報告書を提出すること。（香川県特定給食施設等指

導要綱第９条） 

 

 ３ 組織 

   給食業務の円滑な実施と責任の所在を明らかにするため、施設長のもと、給食責任者及び調

理責任者を定め、給食業務についての責任体制を明らかにするとともに、全職員が協力しあえ

る体制が整えられていなければならない。（図１）         

                                教育・保育  

                     教育・保育部門  

                             食事指導 

 

                      

                                          

                             食事指導 

                     給食部門    調理配達 

                             給食事務 

                             給食室整備、清掃 

図１ 給食組織図一例 

 

４ 業務内容 

（１）施設長 

    給食の重要性を認識し、教育・保育部門の給食に対する正しい理解と指導計画の中でのと

りあげ方、給食部門の組織作りと給食改善等、両部門の協力体制がとれるように指導を行う

こと。 

 

（２）給食責任者・調理責任者 

    給食責任者は、給食に関して専門の知識を持つ栄養士・管理栄養士があたるべきである。

しかし、栄養士・管理栄養士が配置されていない場合は、それに代わる者が責任者となって、

全職員が協力できるような体制を整える必要がある。 

    調理責任者は、調理師（調理師が配置されていない場合は調理員など）があたり、給食責

任者の指導監督のもとに適正な業務を行うための体制づくりをする。 

給

食

打

合 

せ

会 

連絡の強化 
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給食責任者の業務内容（例） 調理責任者の業務内容（例） 
① 給食運営会議の開催運営 
② 栄養管理目標、食品構成などの算定 
③ 献立の作成および栄養価の算出 
④ 食品材料の購入計画、発注、検収、 

保管、受払 
⑤ 検食、保存食に関すること 
⑥ 栄養指導、食事教育 
⑦ 給食の効果の検討 
⑧ 給食関係帳簿の処理、保管 
⑨ 給食部門の衛生管理および給食従事者 

の健康管理 
⑩ 給食施設設備、作業環境などの改善 
⑪ 管轄保健所などとの連絡、連携 
⑫ その他の給食改善業務 

① 調理の準備 
② 調理（一般調理、特別調理） 
③ 盛りつけ、配膳 
④ 食器の洗浄、消毒、収納 
⑤ 厨芥、残菜の処理 
⑥ 調理器具、機材の手入れ 
⑦ 給食関係施設内外の環境整備 
⑧ 衛生管理に関する記録 

 
５ 給食打合せ会 

給食業務の円滑な運営を図り給食の目的を達成するために、施設長、教育・保育部門、給食部

門の三者による給食打合せ会を定期的に（少なくとも月１回）開催し、意見の交換、知識や技術

の研鑽を行い、給食運営の向上を図ることが大切である。また、会議の記録および整理を正確に

行い、積極的にこれを活用しなければならない。 

なお、給食打合せ会のみの時間を取ることが困難な場合には、職員会議などと兼ねても構わ

ないが、給食に関する記録は別にすることが望ましい。 

 

６ 調理員等の配置 

調理員等の人員は特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準を満たし、適正な

給食運営が可能な配置であること。また､施設設置者は職員給食の有無､アレルギー食対応の有無、

乳児保育の有無等各保育施設の実態に沿って職員配置を考慮し、円滑な業務に努めること。 

    

利 用 定 員 150人以下 151人以上 

調 理 員 等 ２人以上 ３人以上 

                        ※定員40人以下の場合は１人 

「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について」  

<基本分単価に含まれる職員構成より> 

 

７ 給食材料費について 

給食材料費は、児童の健全な発育に必要な栄養量を確保できるよう、適正に執行すること。 

 

８ 職員給食 

職員給食を実施する場合は児童の給食との区別を明確にし、職員給食費の取扱を適正にする

こと。（例：発注は職員分と児童分を一括して行い、費用は職員分と児童分を食数などにより案

分するなど） 

表１ 
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Ⅲ 栄養管理 

１ 保育施設の給食の区分 

  保育施設における給食は、調乳、離乳食、３歳未満児食（１～２歳児食）、３歳以上児食（３ 

～５歳児食）に分類され、それぞれの対象児に適した調理により給食を行うこと。 

（図２、表２） 

 

 

 
              

保育施設の給食の区分      

 
 
               
 

図２ 保育施設の給食の区分 

 

 

表２ 保育施設における食事時間と栄養量（例） 

  家 庭 保 育 施 設 家 庭 備 考 

乳 
 

児 

離乳期以前 

（調乳） 

６時 

６時 

 ９時 12時 15時 

10時    14時 

18時  21時 

18時  22時 

３時間おきの場合 

４時間おきの場合 

離乳期 
６時 

朝 

10時    14時 

10時  昼  15時 

18時  22時 

夕 

離乳期のはじめ 

離乳期のおわり 

幼 
 

児 
１～２歳児 

朝 

(25％) 

10時  昼  15時 

(10%) (30％) (10%) 

夕 

(25%) 

保育施設にて１日の

給与栄養量の50％を

給与する。 

３～５歳児 
朝 

(30％) 

    昼  15時 

   (30％) (10%) 

夕 

(30%) 

保育施設にて１日の

給与栄養量の40％を

給与する。 

 

２ 食育の計画 

 幼児期から目立ってくる朝食の欠食等の生活習慣病の誘因要素を取り除くほか、食の営みを 

通して生きる力を育むためにも保育施設における食育は大変重要である。 

保育施設における食育は、健康な生活の基本としての食を営む力の育成に向け、その基礎を培

うことを目標とする。乳幼児期にふさわしい食生活が展開され、適切な援助が行われるよう、食

事の提供を含む食育計画を教育・保育の全体的な計画に基づいて作成し、実践・評価及び改善し、

次の計画や実践へとつなげていくことも重要である。 

 

 

 

３歳未満児食 

３歳以上児食 

調   乳 

離 乳 食 

１～２歳児食 
１日当たり食事摂取基準の 
50％を目安として提供する 

１日当たり食事摂取基準の 
40％を目安として提供する 
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３ 給与栄養目標量 

（１）乳児の給与栄養目標量 

  保育施設では表 3 の食事摂取基準を参考にして、1 日の 50％を乳児の給与栄養目標量として 

 献立作成の目安とする。（表４参照） 
  （注）ここでいう乳児とは、生後12か月までと１歳以降も離乳食を与えている乳幼児のことである。 

 

表３ 乳児の食事摂取基準（１日当たり） 

月齢 
性別 

ｴﾈﾙｷﾞ

ｰ 

たんぱ

く質 
脂質 ｶﾘｳﾑ 

ｶﾙｼｳ

ﾑ 
鉄 

ﾋﾞﾀﾐﾝ

A 

ﾋﾞﾀﾐﾝ

B1 

ﾋﾞﾀﾐﾝ

B2 

ﾋﾞﾀﾐﾝ

C 

食物 

繊維 

食塩 

相当量 

月 kcal g 
%ｴﾈﾙ

ｷﾞｰ 
mg mg mg μgRAE mg mg mg g ｇ 

０～５ 
男児 550 

10 50 400 200 0.5 300 0.1 0.3 

40 ― 

0.3 
女児 500 

６～８ 
男児 650 

15 

40 700 250 4.5 400 0.2 0.4 1.5 
女児 600 

９～11 
男児 700 

25 
女児 650 

 （備考）エネルギーは推定エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・カリウム・カルシウム・鉄（０～５月）・ビタミン 

     （A・B1・B2・C）・食塩相当量は目安量、鉄（６～８月･９～11月）は推奨量で設定した。 
    

表４ 保育施設における乳児の給与目標量 

月齢 
性別 

ｴﾈﾙｷﾞ

ｰ 

たんぱ

く質 
脂質 ｶﾘｳﾑ 

ｶﾙｼｳ

ﾑ 
鉄 

ﾋﾞﾀﾐﾝ

A 

ﾋﾞﾀﾐﾝ

B1 

ﾋﾞﾀﾐﾝ

B2 

ﾋﾞﾀﾐﾝ

C 

食物 

繊維 

食塩 

相当量 

月 kcal g 
%ｴﾈﾙ

ｷﾞｰ 
mg mg mg μgRAE mg mg mg g ｇ 

０～５ 
男児 275 

5 50 200 100 0.3 150 0.05 0.15 

20 ― 

0.15 
女児 250 

６～８ 
男児 325 

7.5 

40 350 125 2.3 200 0.1 0.2 0.75 
女児 300 

９～11 
男児 350 

12.5 
女児 325 

 

   乳児期は発育の個人差が非常に大きいので、教育・保育担当者と給食担当者が常に連携を取 

  りながら、毎日の喫食状況を把握するとともに、身長や体重変化を成長曲線等に当てはめ、継 

  続的に観察・評価していくことが大切である。成長曲線から大きく外れるような成長の停滞や 

  体重増加がある場合は、表５を参考に月齢や発育状態、健康状態、家庭での状況、保育時間等 

  を考慮しながら、乳児の実態に沿って個人ごと目標量を定め、評価をする。 

 

表５ 個人別に推定エネルギー必要量を算出するのに必要な基礎データ（乳児） 

月齢 総エネルギー消費量 エネルギー蓄積量 

月 kcal／日 kcal／日 

０～５ [母乳栄養児] 

92.8 × 体重(kg) - 152.0 

[人工栄養児] 

82.6 × 体重(kg) - 29.0 

115 

６～８ 男 15、女20 

９～11 男 20、女15 

    

    [エネルギー量の算出式] 

推定エネルギー必要量 ＝ 総エネルギー消費量 ＋ エネルギー蓄積量 
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（２）幼児の給与栄養目標量 

   幼児の保育施設における給与栄養目標量については、「保育施設における給与栄養目標量算 

   出例（幼児）」を示すが、これはあくまでも献立作成上の目安であるので、地域性や各施設の 

   の特性について十分配慮し、弾力的に運用する。（表６参照） 

 

表６ 保育施設における給与栄養目標量算出例（幼児） 

① １～２歳児の給与栄養目標量 
 ｴﾈﾙｷﾞ

ｰ 

たんぱ

く質 
脂質 ｶﾘｳﾑ ｶﾙｼｳﾑ 鉄 

ﾋﾞﾀﾐﾝ

A 

ﾋﾞﾀﾐﾝ

B1 

ﾋﾞﾀﾐﾝ

B2 

ﾋﾞﾀﾐﾝ

C 

食物 

繊維 

食塩 

相当量 

kcal g g mg mg mg μgRAE mg mg mg g ｇ 

１～２歳児の１日当

たり食事摂取基準 

(1) 

950 
31～

48 

21～

32 
900 450 4.0 400 0.4 0.6 35 ― 

2.5 

未満 

昼食＋おやつの 

比率      (2) 
50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

保育施設におけ

る給与栄養目標

量[(1)×(2)] 

475 19.6 13.2 450 225 2.0 200 0.2 0.3 18 ― 
1.3 

未満 

（備考）○エネルギーは推定エネルギー必要量の最大値、ビタミン・ミネラルは推奨量の最大値で設定した。 

    ○たんぱく質はエネルギーの13～20％、脂質はエネルギーの20～30％を目安とし、中央値を目標値とした。 

    ○昼食及び午前・午後のおやつで、１日の給与栄養量の50％を給与することにした。 

 
② ３～５歳児の給与栄養目標量 
 

ｴﾈﾙｷﾞ

ｰ 

たんぱ

く質 
脂質 ｶﾘｳﾑ 

ｶﾙｼｳ

ﾑ 
鉄 

ﾋﾞﾀﾐﾝ

A 

ﾋﾞﾀﾐﾝ

B1 

ﾋﾞﾀﾐﾝ

B2 

ﾋﾞﾀﾐﾝ

C 

食物 

繊維 

食塩 

相当量 

kcal g g mg mg mg μgRAE mg mg mg g ｇ 

３～５歳児の１日当た

り食事摂取基準 (1) 
1,300 

42～

65 

29～

43 
1,100 600 5.0 500 0.5 0.8 40 

8 

以上 

3.5

未満 

昼食＋おやつの 

比率 (2) 
43% 43% 43% 43% 50% 50% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 

保育施設における

給与栄養目標量

[(1)×(2)]  

559 23.0 15.5 473 300 2.5 215 0.2 0.34 17 
3.4 

以上 

1.5

未満 

（備考）○エネルギーは推定エネルギー必要量の最大値、ビタミン・ミネラルは推奨量の最大値で設定した。 

    ○たんぱく質はエネルギーの13～20％、脂質はエネルギーの20～30％を目安とし、中央値を目標値とした。 

    ○昼食及び午後のおやつで、１日の給与栄養量の43％～50％を給与することにした。〔児童福祉施設等における食事

の提供ガイド（令和７年９月 こども家庭庁）参考〕 

    ○３歳以上児の主食を家庭から持参させる場合は、その栄養量を差し引いたものを保育施設における給与栄養目 

     標量とする。また、保護者の協力の下、衛生面に十分注意する。 

 

 なお、栄養士・管理栄養士が配置されている施設においては、「日本人の食事摂取基準（2025 

年版）」を参考に、対象となる子どもの生活状況や健康状態及び栄養状態、１日全体の食事に 

占める特定の食事から摂取されることが適当とされる給与栄養量の割合等を勘案しながら、各 

施設独自の給与栄養目標量を設定することが望ましい。設定については次のような方法がある。 
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【設定方法１】 

  ３歳未満児、以上児それぞれの個人ごとの推定エネルギー必要量を求め、平均値、中央値、 

 最小値、最大値等を考慮して、多くの子どもが不足しない値を給与栄養目標量として設定する。 

 そのエネルギー目標量を基に、たんぱく質や脂質の目標量を設定し各種ミネラル、ビタミンも

「日本人の食事摂取基準（2025年版）」の値を参考に設定する。（表７・表８） 

 

表７ 個人別に推定エネルギー必要量を算出するのに必要な基礎データ（幼児） 

年齢 
性別 

体重1kgあたりの基礎代謝量 身体活動レベル エネルギー蓄積量 

（歳） kcal／kg／日 ふつう kcal／日 

１～２ 
男 61.0 

1.35 
20 

女 59.7 15 

３～５ 
男 54.8 

1.45 
10 

女 52.2 10 

６～７ 
男 44.3 1.55 

（低い 1.35） 

（高い 1.75） 

15 

女 41.9 20 

 [エネルギー量の算出式] 

 推定エネルギー必要量 ＝ 体重1㎏あたりの × 体重 × 身体活動レベル ＋ エネルギー 

              基礎代謝基準値         基準値     蓄積量 

 

表８ 保育施設におけるエネルギーの給与目標量算出例（３歳以上児の場合） 

氏 名 
年齢 

性別 
体重 

計算式 
推定エネルギー必要量 

（歳） kg Kcal/日 

〇 〇 ３ 男 14.8 54.8 × 14.8 × 1.45 + 10 1186 

△ △ ３ 女 15.0 52.2 × 15.0 × 1.45 + 10 1145 

□ □ ４ 女 16.1 52.2 × 16.1 × 1.45 + 10 1229 

◇ ◇ ５ 男 18.2 54.8 × 18.2 × 1.45 + 10 1456 

      

計 5016 

平均値 1254 

平均値×40％（昼食＋おやつの比率） 502 

保育施設における３歳以上児のエネルギーの目標量 510 

  ※たんぱく質はエネルギーの13～20％、脂質はエネルギーの20～30％が目標量で、たんぱく質1g当たり 

   エネルギー４kcal、脂質１g当たりエネルギー９kcal なので、 

 たんぱく質の給与目標量 ＝ 510kcal × 16.5％ ÷ 4 ＝ 21.0g 

 脂質   の給与目標量 ＝ 510kcal × 25％  ÷ 9 ＝ 14.2g 
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【設定方法２】 

年齢別・性別ごとの食事摂取基準を基に荷重平均の目標量を求める。（表９） 

 

  表９ 荷重平均による給与栄養目標量算出例 

 ① ３歳未満児（乳児を除く） 

実年齢 性別 人数 
ｴﾈﾙｷﾞｰ（kcal） たんぱく質(g) 脂質（ｇ） ミネラル・ビタミン等も同様

に算出する 必要量 ×人数 目標量 ×人数 目標量 ×人数 

１～ 
男 10 950 9,500 39 195 26 260  

女 15 900 13,500 37 148 25 375  

３～ 
男 2 1,300 2,600 54 108 36 72  

女 3 1,250 3,750 52 52 35 105  

合計 30  29,350  503  812  

平均  978  42  27  

昼食＋おやつの比率 50% 50% 50% 50% 

荷重平均目標量 489 21.0 13.5  

保育施設における目標量 490 21.0 13.5  

 ② ３歳以上児 

実年齢 性別 人数 
ｴﾈﾙｷﾞｰ（kcal） たんぱく質(g) 脂質（ｇ） ミネラル・ビタミン等も同様

に算出する 
必要量 ×人数 目標量 ×人数 目標量 ×人数 

３～ 
男 20 1,300 26,000 54 1,080 36 720  

女 25 1,250 31,250 52 1,300 35 875  

６～ 
男 5 1,550 7,750 64 320 43 215  

女 3 1,450 4,350 60 180 40 120  

合計 53  69,350  2,880  1,930  

平均  1,308  54  36  

昼食＋おやつの比率 40% 40% 40% 40% 

荷重平均目標量 523 21.6 14.4  

保育施設における目標量 525 21.6 14.4  

  ※たんぱく質はエネルギーの16.5％、脂質はエネルギーの25％で算出 

 

乳児・幼児の栄養及び健康状態を把握して、給食の提供が適切かどうかを評価し、目標量を

設定していくことが大切である。栄養及び健康状態に特に問題がないと判断される場合であっ

ても、基本的にエネルギー、たんぱく質、脂質、ビタミンＡ、ビタミンＢ1、ビタミンＢ2、ビタ

ミンＣ、カルシウム、鉄、ナトリウム（食塩）、カリウム及び食物繊維について考慮するのが望

ましい。 

特に３歳以上児は肥満とやせの状況を把握し、栄養管理状況を評価するとともに、特定給食

施設等栄養管理報告書（年１回、保健所へ提出）にも記載する。 

なお、肥満ややせの傾向がある児童については、定期的な体重測定などにより健康状態を把

握し、場合によっては、児童及び保護者に対し、保育部門と協力して働きかけをするのが望ま

しい。 
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４ 食品構成 

「食品構成」とは、食事摂取基準から求めた保育施設の給与栄養目標量に基づいて実際に献立を

作成する時、目標を満たすためにどのような食品をどのくらい摂取したらよいかを具体的に示し

たもので、栄養計算の省力化、給食内容の検討指標として重要なものである。そのため、保育施設

ごとに栄養比率を考慮し、地域性・嗜好・食費・食材の購入価格などの条件に配慮して給与栄養目

標量に沿ったものを作成する。 

 

（１）乳児の食品構成 

乳児期はそれぞれの乳児の実態に沿った食事を与えることが望ましいので、食品構成を作成す

るのは困難である。そこで、離乳食の献立を作成する際の参考として「離乳食の進め方の目安」を

示す。（表 10） 

なお、これらはあくまでも目安であるので、対象となる児童の食欲や成長・発達に応じて、食

品の種類、量及び大きさ、固さ等の調理形態にも配慮すること。 
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表10 離乳食の進め方の目安 

（「授乳・離乳の支援ガイド」 厚生労働省 2019 年３月を一部改変） 

 

離乳の開始                     離乳の完了 

 以下に示す事項は、あくまでも目安であり、子どもの食欲や 
 成長・発達の状況に応じて調整する。 

離乳初期 
生後５～６か月頃 

離乳中期 
生後７～８か月頃 

離乳後期 
生後９～11か月頃 

離乳完了期 
生後12～18か月頃 

食べ方の目安 

○子どもの様子
をみながら、１
日１回１さじず
つ始める。 
○母乳や育児用
ミルクは飲みた
いだけ与える。 

○１日２回食で、
食事のリズムをつ
けていく。 
○いろいろな味や
舌ざわりを楽しめ
るように食品の種
類を増やしてい
く。 

○食事のリズム
を大切に、１日
３回食に進めて
いく。 
○共食を通じて
食の楽しい体験
を積み重ねる。 

○１日３回の食
事のリズムを大
切に、生活リズ
ムを整える。 
○手づかみ食べ
により、自分で
食べる楽しみを
増やす。 

食事の目安 
（調理形態） 

なめらかにすり
つぶした状態 

舌でつぶせる 
固さ 

歯ぐきで 
つぶせる固さ 

歯ぐきで 
噛める固さ 

一

回

当

た

り

の

目

安

量 

Ⅰ 穀類(g) 
○つぶしがゆか
ら始める。 
○すりつぶした
野菜等も試して
みる。 
○慣れてきた
ら、つぶした豆
腐・白身魚・卵黄
等を試してみ
る。 

全がゆ 
50～80 

全がゆ 90 
～軟飯 80 

軟飯 90～ 
ご飯80 

Ⅱ 野菜・ 
果物(g) 

20～30 30～40 40～50 

Ⅲ 

魚(g) 
又は肉(g) 
又は豆腐(g) 
又は卵(個) 
又は乳製品(g) 

10～15 
10～15 
30～40 

卵黄１～全卵１/３ 
50～70 

15 
15 
45 

全卵１/２ 
80 

15～20 
15～20 
50～55 

全卵１/２～２/３ 
100 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○新しい食品を始
める時には離乳食
用のスプーンで１
さじずつ与え、子
どもの様子をみな
がら量を増やして
いく。 
○離乳の開始時期
は調味料は必要な
い。 
○母乳育児の場
合、生後６か月時
点で鉄欠乏を生じ
やすいとの報告
や、ビタミンＤ欠
乏の指摘もあるた
め、母乳育児を行
っている場合は、
適切な時期に離乳
を開始し、進行を
踏まえてそれらの
食品を意識的に取
り入れる。 
＊蜂蜜は乳児ボ
ツリヌス症を
引き起こすリ
スクがあるた
め、１歳を過
ぎるまでは与
えない。 

○魚は白身魚か
ら赤身魚へと進
めていく。 
○卵は卵黄から
全卵へと進めて
いく。 
○食べやすく調
理した脂肪の少
ない肉類、豆類、
各種野菜、海藻
と種類を増やし
ていく。 
○脂肪の多い肉
類は少し遅らせ
る。 
○緑黄色野菜も
用いる。 
○ヨーグルト、
塩分や脂肪の少
ないチーズも用
いてよい。 
○離乳食に慣れ
１日２回食に進
む頃には、穀類
（主食）、野菜
（副菜）・果物、
たんぱく質性食
品（主菜）を組み
合わせた食事と
する。 

○赤身魚の他、様子を見ながら青皮

魚へと進めていく。 
○離乳の進行に応じて、食塩、砂糖

など調味料を使用する場合は、それ

ぞれの食品のもつ味を生かしなが

ら、薄味でおいしく調理する。 
 
 

 

＊フォローアップミルクは母乳代

替食品ではなく、離乳が順調に進

んでいる場合は、摂取する必要は

ない。離乳が順調に進まず鉄欠乏

のリスクが高い場合や、適当な体

重増加が見られない場合には、医

師に相談した上で、必要に応じて

活用すること等を検討する。 
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（２）幼児の食品構成 

① 表６の保育施設における給与栄養目標量算出例（幼児）をもとに作成した食品構成例を 

 表 11 に示す。（食品群別の食品分類については表 12 参照） 

    この例を基礎食品構成とし、これを参考に各保育施設の実態に沿った食品構成を作成す 

   る。なお、栄養価の計算は表 13 の食品群別荷重平均成分表の値を用いる。 

② 給与栄養目標量に沿った食品構成を作成し、翌月以降の献立に反映させる。  

 （例：４月を給与栄養目標量と食品構成を作成し、５月以降の献立に反映させる） 

③ 献立に使用する食品の構成と量的配分は、一定期間の給与量の１日平均量が食品構成

に見合うようにする。しかし、食品群によっては毎日欠かさず給与する必要があるもの

と、一定期間の合計の平均量が食品構成を充足しておけばよいものとがある。 

 

毎日欠かさず給与することが 

望ましい食品群 

一定期間の給与量の１日平均量が 

充足していればよい食品群 

緑黄色野菜、その他の野菜、果実類、 

乳類、魚・肉・卵類のうち１～２ 
いも類、豆類、魚介類、肉類、卵類 

 

④ 毎日欠かさず給与すべき食品群については、食品構成の配分量を毎日の献立に使用す

るべきであるが、一定期間の給与量の１日平均量が充足していればよい食品群について

は〔例１〕〔例２〕のように配分すればよい。 

 

 

 

● 一定期間＝６日とすると     15g×６日＝90g 

● ６日の間に魚類を 90g 使用すればよいので、次のように配分する。 

       魚 料 理              40～50ｇ（1切れ） 

       いか、ちりめんじゃこ、かまぼこ等を           

使用した料理（和え物など）      40～50ｇ 

 

＊魚類を使用しない日又は使用量の少ない日には肉類・卵類を使用するようにする。 

 

 

 

● 一定期間＝６日とすると     15g×６日＝90g 

● ６日の間いも類を 90g 使用すればよいので、次のように配分する。 

          シチューの日に  じゃがいも  30g 

          粉ふきいもの日に じゃがいも  30g 

          みそ汁の日に   さつまいも  30g 

 

 

 

〔例１〕魚類 食品構成の配分量＝15g 

〔例２〕いも類 食品構成の配分量＝15g 
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表 11           １～２歳児の食品構成 （例） 
               
 

         栄養素 

 

 

 食品群 

数 

量 

䨫
䩐
䩮
䨱
䩻 

䧩
䨜
䧻
䧛
質 

脂 

質 

䨮
䩭
䨩
䩣 

䨮
䩮
䨺
䨩
䩣 

鉄 

䩖
䩂
䩢
䩶 

䩖
䩂
䩢
䩶 

䩖
䩂
䩢
䩶 

䩖
䩂
䩢
䩶 

食
物
繊
維 

食
塩
相
当
量 

Ａ Ｂ１ Ｂ２ Ｃ 

(g) (kcal) (g) (g) (mg) (mg) (mg) (㎍ RAE) (mg) (mg) (mg) (g) (g) 

穀
類 

米 40 137 2.1 0.3 36 2 0.3 0 0.03 0.01 0 0.2 0 

パン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

その他の穀類 4 9 0.2 0 4 1 0 0 0 0 0 0.1 0 

いも類 10 9 0.1 0 37 2 0.1 0 0.01 0 2 0.6 0 

砂糖類 4 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

油脂類 6 45 0.2 4.7 5 7 0.1 4 0 0 0 0.1 0.1 

豆類 15 18 1.3 1.1 32 19 0.3 0 0.01 0.01 0 0.3 0.2 

果実類 50 32 0.2 0 109 5 0.2 7 0.02 0.01 13 0.5 0 

緑黄色野菜 35 9 0.3 0 124 15 0.3 129 0.02 0.03 10 0.8 0 

その他の野菜 50 16 0.3 0 103 11 0.2 2 0.03 0.02 7 0.9 0 

魚介類 18 27 3.2 1.1 63 16 0.2 3 0.01 0.03 0 0 0.1 

肉類 20 33 3.2 2.0 63 1 0.2 27 0.07 0.04 1 0 0 

卵類 10 14 1.1 0.9 13 5 0.2 21 0.01 0.04 0 0 0 

乳
類 

牛乳 80 49 2.4 2.8 120 88 0 30 0.03 0.12 1 0 0.1 

スキムミルク 13 46 4.0 0.1 234 143 0.1 1 0.04 0.21 1 0 0.2 

その他乳製品 3 3 0.2 0.1 4 5 0 1 0 0 0 0 0 

海藻類 1 2 0.1 0 24 6 0.2 2 0 0 0 0.3 0.1 

菓子類 10 33 0.5 0.9 12 17 0.3 3 0 0.01 1 0.1 0 

嗜好飲料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

調味料類 3 3 0.1 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0.3 

合  計 499 19.5 14.0 992 344 2.7 230 0.28 0.53 36 3.9 1.1 
               

      ３～５歳児の食品構成 （例）                

穀
類 

米 50 171 2.7 0.4 45 3 0.4 0 0.04 0.01 0 0.3 0 

パン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

その他の穀類 5 11 0.3 0.1 5 1 0 0 0 0 0 0.1 0 

いも類 12 11 0.1 0 45 2 0.1 0 0.01 0 3 0.7 0 

砂糖類 4 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

油脂類 7 52 0.2 5.4 5 8 0.1 4 0 0 0 0.1 0.1 

豆類 20 24 1.8 1.4 42 25 0.4 0 0.01 0.01 0 0.4 0.3 

果実類 50 32 0.2 0 109 5 0.2 7 0.02 0.01 13 0.5 0 

緑黄色野菜 40 11 0.4 0 141 17 0.3 147 0.03 0.03 11 0.9 0 

その他の野菜 60 19 0.4 0 124 13 0.2 2 0.03 0.02 8 1.1 0 

魚介類 22 33 4.0 1.3 77 20 0.2 3 0.01 0.04 0 0 0.1 

肉類 25 42 4.1 2.5 78 1 0.2 34 0.09 0.06 1 0 0 

卵類 12 17 1.3 1.1 15 6 0.2 25 0.01 0.04 0 0 0 

乳
類 

牛乳 15 9 0.5 0.5 23 17 0 6 0.01 0.02 0 0 0 

スキムミルク 15 53 4.6 0.1 270 165 0.1 1 0.05 0.24 1 0 0.2 

その他乳製品 4 4 0.2 0.2 5 7 0 1 0 0.01 0 0 0 

海藻類 1 2 0.1 0 24 6 0.2 2 0 0 0 0.3 0.1 

菓子類 10 33 0.5 0.9 12 17 0.3 3 0 0.01 1 0.1 0 

嗜好飲料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

調味料類 4 4 0.1 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0.5 

合  計 542 21.5 13.9 1031 314 2.9 235 0.31 0.5 38 4.5 1.3 
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表 12            食 品 分 類 表 

※生わかめを使用する場合は、干わかめに換算する（生わかめ８g＝干わかめ１g） 

食  品  群  別 食       品       名 

穀類 

米 米（うるち米・もち米） 

パン 
ロールパン・食パン・コッペパン・スティックパン・米粉パン・ミルクパン・ 

黒糖パン・クロワッサン・ブドウパン・乾パン・スイートロール 

その他の穀類 

小麦粉・パン粉・麩・うどん・中華麺・マカロニ・スパケッティ・そうめん・押麦・ 

白玉粉・ビーフン・ポップコーン・コーンフレーク・ホットケーキのもと・ 

ギョーザの皮・しゅうまいの皮・お好み焼き粉 

いも類 

さつまいも さつまいも 

じゃがいも じゃがいも 

その他のいも 
さといも・やまいも・フライドポテト・はるさめ・片栗粉・こんにゃく・しらたき・

さつまいもでんぷん・わらび粉 

砂糖類 砂糖類 さとう類・ジャム・はちみつ・みずあめ・マーマレード・あんこ・メープルシロップ 

油脂類 
油脂類 バター・マーガリン・植物油類・マヨネーズ・ドレッシング・カレールウ 

堅果類 ごま・栗 

豆類 

大豆 大豆 

大豆製品 豆腐類・油揚げ・厚揚げ・がんもどき・高野豆腐・おから・きなこ・納豆・豆乳 

みそ 味噌類 

その他の豆類 あずき・いんげん豆・うずら豆・煮豆・しょうゆ豆 

果実類 

柑橘類 
オレンジ・グレープフルーツ・ネーブル・ぽんかん・みかん・日向夏・しらぬい・ 

レモン・みかん缶・オレンジジュース 

その他の果実類 
リンゴ・バナナ・いちご・すいか・柿・なし・ぶどう・桃・キウイフルーツ・ 

メロン・パイナップル・りんごジュース・桃缶・パイナップル缶・ドライプルーン 

緑黄色野

菜 
緑黄色野菜類 

にんじん・ほうれん草・ピーマン・ブロッコリー・こまつな・ちしゃ・チンゲン菜・ 

グリーンアスパラ・わけぎ・かぼちゃ・ニラ・パセリ・みつば・トマト・オクラ・ 

さやいんげん・さやえんどう・細ねぎ・まんば・スナップえんどう・水菜・豆苗・ 

トマト缶・トマトピューレ・トマトジュース・野菜ジュース 

その他の 

野菜類 

その他の野菜類 

たまねぎ・キャベツ・きゅうり・もやし・白菜・大根・ごぼう・れんこん・なす・ 

たけのこ・太ねぎ・かぶ・レタス・しょうが・グリーンピース・にんにく・とうがん 

カリフラワー・せろり・スイートコーン（缶）・きのこ類・とうもろこし・そらまめ 

乾燥野菜類 切干大根・干しいたけ 

野菜漬物 たくわん・梅干し 

魚介類 

魚介類（生） 
さわら・さごし・さけ・さば・たい・かれい・あじ・いわし・きす・その他生魚・ 

いか・えび・シーチキン 

 〃 （干） ししゃも・かつお節・しらす干し・その他乾物 

練製品 かまぼこ・ちくわ・天ぷら・かにかま・はんぺん・すりみ・魚肉ソーセージ 

肉類 獣鳥鯨肉類 牛肉・豚肉・鶏肉・ハム・ソーセージ・ゼラチン 

卵類 卵類 鶏卵・うずら卵 

乳類 

牛乳 牛乳 

スキムミルク スキムミルク 

その他の乳製品 チーズ・練乳・ヨーグルト・アイスクリーム（乳脂肪８％以上）・生クリーム 

海藻類 海藻類 
あおのり・あさくさのり・あらめ・寒天・昆布・とろろこんぶ・もずく・茎わかめ 

のり佃煮・ひじき・干わかめ※ 

菓子類 菓子類 

せんべい・あられ・かりんとう・カステラ・ケーキ・ビスケット・プリン・ 

まんじゅう・ドーナツ・パイ・あられ・クッキー・クラッカー・スナック菓子・ 

ゼリー（鉄強化等を含む）・ウエハース（鉄強化等を含む） 

嗜好飲料 嗜好飲料 ヤクルト・カルピス・甘酒・ミロ・ココア 

調味料類 調味料類 しょうゆ・みりん・酢・酒・塩・固形ブイヨン・各種ソース 
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（㎍ RAE） 

表 13             食品群別荷重平均成分表 

   

（備考） この荷重平均成分表は、県内 12保育施設で実施された令和５年４月～令和６年３月までの実

施献立表の食品別使用量を参照し、その使用率をもとに各食品群 100ｇあたりの成分値を「日

本食品標準成分表 2020 年版（八訂）」の数値を用いて算出したものである。 

 なお、使用率の詳細は「参考資料５ 食品群別使用実績」に掲載している。 

 

＊栄養計算ソフトや食品成分表を用い、それぞれの保育施設で使用している食品の分量から

栄養価を算出し、独自の荷重平均成分表を作成できる場合はそれを活用するとよい。 

 
５ 献立作成 

  献立は合理的な給食を行うための基本となるもので、児童の適正な食事を供給するうえで

なくてはならないものである。 

  また、献立表は材料発注の根拠となるばかりでなく、食教育の教材として各家庭に配布す

ることにより、保護者の給食への関心を促し、各家庭での食生活の改善や食育にもつながる

ものである。 

 

 

       栄養素 

 

 食品群 

䨫
䩐
䩮
䨱
䩻 

䧩
䨜
䧻
䧛
質 

脂

質 

䨮

䩭

䨩

䩣 

䨮
䩮
䨺
䨩
䩣 

 

鉄 

䩖
䩂
䩢
䩶 

䩖
䩂
䩢
䩶 

䩖
䩂
䩢
䩶 

䩖
䩂
䩢
䩶 

食

物

繊

維 

食
塩
相
当
量 Ａ Ｂ1 Ｂ2 Ｃ 

(kcal) (ｇ) (ｇ) （mg） (mg) (mg)  （mg） （mg） (mg) (ｇ) （g） 

穀
類 

米 342 5.3 0.8 89 5 0.8 0 0.08 0.02 0 0.5 0 

パ ン 285 7.9 6.6 105 35 0.7 0 0.07 0.04 0 2.7 1.0 

そ の 他 の 穀 類 219 5.6 1.1 96 27 0.6 1 0.06 0.03 0 2.7 0.3 

い も 類 90 1.0 0.1 373 19 0.5 1 0.08 0.03 22 5.6 0 

砂 糖 類 361 0.4 0 30 5 0.2 0 0 0 0 0.6 0 

油 脂 類 749 2.5 77.6 78 115 1.2 61 0.05 0.04 0 1.6 1.8 

豆 類 122 8.8 7.1 211 125 2.1 0 0.05 0.04 0 2.0 1.5 

果 実 類 63 0.4 0 217 10 0.3 13 0.04 0.02 25 0.9 0 

緑 黄 色 野 菜 27 0.9 0 353 42 0.8 368 0.07 0.08 28 2.3 0 

そ の 他 の 野 菜 31 0.6 0 206 22 0.4 4 0.05 0.04 14 1.8 0 

魚 介 類 149 18.0 6.0 352 89 1.1 14 0.06 0.19 0 0 0.5 

肉 類 167 16.2 9.8 313 4 0.9 134 0.37 0.22 3 0 0 

卵 類 143 11.2 9.4 129 46 1.5 212 0.06 0.37 0 0 0.4 

乳
類 

牛 乳 61 3.0 3.5 150 110 0.02 38 0.04 0.15 1 0 0.1 

ス キ ム ミ ル ク 354 30.6 0.7 1800 1100 0.5 6 0.30 1.60 5 0 1.4 

その他の乳製品 99 5.4 4.2 134 179 0.2 36 0.01 0.15 0 0 0.4 

海 藻 類 150 9.3 1.2 2446 550 15.4 216 0.09 0.27 7 30.8 9.9 

菓 子 類 325 4.8 8.5 119 165 2.7 25 0.03 0.05 7 0.8 0.3 

嗜 好 飲 料 115 1.6 1.2 139 176 2.1 1 0.02 0.24 0 1.0 0 

調 味 料 類 103 3.3 0.4 254 21 0.9 6 0.03 0.08 1 0.2 11.6 
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献立作成にあたっては、次の点に留意する。 

① 一定期間 (２週間～１か月程度) の献立を作成し、豊かでバランスがとれた、計画性

のあるものにする。 

② 保育施設ごとに児童の性・年齢・身体状況・地域・季節の特性を考慮に入れ、発達段階

に応じた食品の選定（量的・質的）を行った献立とする。 

③ 給与栄養量の日差を10％内外にとどめるのが望ましい。（事前に栄養量の検討を行う） 

④ 栄養素については、基本的にエネルギー、たんぱく質、脂質、ビタミンA、ビタミンB1、

ビタミンB2、ビタミンC、カルシウム、鉄、ナトリウム（食塩）、カリウム及び食物繊維

について考慮することが望ましい（「児童福祉施設における『食事摂取基準』を活用した

食事計画について」（令和２年３月31日子母発0331第１号）参考）。 

⑤ 多くの食品をバランスよく組み合わせ、主食+副食の献立を中心に変化に富んだものに

する。 

⑥ 食材の切り方・加熱時間などについて配慮するとともに、味は薄味にし、特に甘味・塩

味の強い食品は避ける。 

⑦ 乳幼児は、消化吸収機能が未発達であり、体力的にも抵抗力が弱いので、使用する食品

は十分に吟味すること。 

⑧ 給食材料費は１日当たり平均価格を参考として、日によって、多少の差はあっても１か

月平均では予算内におさめる。日差の上限は150％以内、下限は75％程度にとどめるこ

とが望ましい。 

⑨ 調理は限られた時間内に仕上げなければならないので、献立作成にあたっては、調理員

等の人員や能力、調理器具、機材の設備、調理時間などを考慮する。 

⑩ 土曜日の給食についても、可能な限り平日に準じて栄養的に考慮され、また画一的な献

立にならないよう努めること。 

 

６ おやつについて 

① 発育期にある幼児にとって、おやつは３回の食事では摂りきれない部分を補うという観

点から、その内容や与え方に十分配慮する。 

② 子どもに不足しがちな、ビタミン、ミネラルと必要な水分を補えるものが望ましい。 

③ 甘味の強い菓子類、脂肪や塩分の多いスナック菓子類等の市販品のみに依存することな

く、手作りおやつをとり入れるなど、内容や組み合わせも考慮する。 

④ 単なる栄養補給でなく、心の栄養補給になるように工夫する。 

⑤ おやつは決まった時間に、次の食事に支障のない程度の消化のよいものを与える。 
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７ 栄養価の計算 

    栄養給与目標を満たした給食であるかを検討するために、栄養価の計算は必須であり、

最新版の日本食品標準成分表を用いて行うことが望ましい。 

ただし、給与栄養目標量に沿った食品構成が適正に作成されている保育施設にあっては、

献立作成事務の軽減を図るため、献立表では栄養価の算出は省いてもよい。 

  
８ 給食内容の評価、検討 

給食内容の適否を評価するため、給食内容検討表（様式例６-１、６-２・３）により次

の事項の充足状況等を確認する。 

なお、給食内容検討表による評価は、少なくとも年３回（例：５、９、１月）は実施す

ることが望ましい。 

 

（１）毎日の給与食品量を群別にまとめ、１ヶ月平均１人１日当たりの食品群別給与量を算出

し、食品構成量と比較して、給与量の適否を評価、検討する。 

        

    １ヶ月平均１人１日当たり平均食品群別給与量 

   充足率（％）＝                        × 100 

                食品群別食品構成量 

 

 （２）荷重平均栄養成分表の数値などを用いて、１ヶ月平均１人１日当たり給与栄養量を算出

し、給与栄養目標量と比較して、給与栄養量の適否を評価、検討する。 

  

      １ヶ月平均１人１日当たり給与栄養量 

   充足率（％）＝                        × 100 

                給与栄養目標値 

 

（３）表14の計算式を用いて給与栄養比率を算出し、献立内容の評価を行う。 

 

表14 栄養比率 

栄養比率 算出式 栄養比率目標 
 

脂肪エネルギー比 

 

１人１日平均脂質量 × ９ 

× 100 
         A 

 

20 ～ 30％ 

 

たんぱく質エネルギー比 

 

１人１日平均たんぱく質量 × ４ 

× 100 
         A 

 

13 ～ 20％ 

 

炭水化物エネルギー比 
 

100 －（脂肪エネルギー比＋たんぱく質エネルギー比） 
 

50 ～ 65％ 

※ この算出式は、脂質及びたんぱく質１ｇあたりの生理的燃焼値を用いており、その値はそれぞれ９kcal、４kcal

である。 
※ A は１人１日平均総エネルギーである。 
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９ 食品の購入と保管 

 （１）食品の購入量 

     献立表に基づき、食品の使用量と在庫量を調べ、食品の廃棄量も含めて購入量（注文

量）を決定する。また、在庫品は月末に在庫調べを行い、受払を確認する。 

 （２）食品の検収 

     食品の検収に際しては、量のチェックのみになることなく、品質のチェック（鮮度・

異物混入など）を十分に行う。 

 （３）食品の保管 

     食品を保管する倉庫・戸棚等は、ねずみや昆虫の侵入防止、通風換気、清潔保持に十

分留意されていること。また、冷蔵庫・冷凍庫も同様に、適正な庫内温度の維持、容積

に見合った保存量、清潔保持に十分留意されていること。 

 

10 調理 

 （１）調理技術 

     随時、必要な研修を受けるなど、知識と技術を習得し、調理技術の向上に努めること。 

 （２）調理の標準化 

     頻度の多い調理方法については、その作業を正確に、速く、安全に行うために、準備・

手順・調理の方法等についてマニュアルを作成し、作業の能率化が図られていることが

望ましい。 

 （３）盛付 

     盛付は衛生的に行うとともに、食欲を増進させるような食器の工夫、食品の切り方等、

色彩や形状にも配慮する。また、年齢、発育の個人差などにも配慮する。 

（４）喫食状況の把握 

     配膳・下膳は保育士等の協力を得て行うとともに、食事摂取時の支援や観察を行う。 

 （５）適温給食 

     喫食率の向上を図るため、適温給食の方法及び食事環境の改善について配慮する。 

 

11 食育 

 （１）児童に対する食育 

給食の場は望ましい食習慣や食行動を身に付けるよい機会である。食育を教育・保

育の一環として位置づけ、施設長の責任のもと、全職員が協力し、子どもの心身の発

達段階に合わせた内容で、子どもの姿をとらえながら行うことが重要である。 

 （２）家庭に対する食育 

子どもの食卓は保護者による食の選択が大きく影響するため、保護者への食育は不

可欠である。食育の具体的な取組としては、毎日の送迎時での助言、給食献立表や給

食だよりの配布、日々の連絡帳、講演会や料理講習会及び給食試食会などがある。ま

た、家庭での食育の関心を高めていくことにつながるよう、保育施設での子どもの食

事の様子や、保育施設が食育に関して取組んでいる内容を伝えたり、家庭からの食生

活に関する相談に応じるなどの支援を行う。 
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（３）嗜好調査・残食調査 

児童の嗜好については家庭との連絡等により把握し、偏食に陥るのを防止する方策

が必要である。また、給食の残量については、残食人員、残食量、残食理由などの観

察、結果の記録を毎日行い、献立作成等の資料として活用する。 

 

12 食物アレルギーのある子どもへの対応について 

   保育施設で除去食を実施する場合は、医師の診断及び指示に基づく「保育施設におけるア

レルギー疾患生活管理指導表」（様式例10）を基に原因食品の除去等を行う。「保育施設にお

けるアレルギー疾患生活管理指導表」が提出されたら、香川県小児科医会食物アレルギー対

策委員会編の「個別対応シート」、「症状チェックシート」（様式例 11－１、11－２）を作成

しておく。また、除去していた食物を解除する場合は、医師の指示に基づき、保護者と保育

施設の間で書面申請をもって対応する（様式例11－３）。 

   保育施設における食物アレルギー対応においては安全・安心の確保を優先するため、原因

食品の除去は完全除去を行うことが基本で、家庭で食べたことのない食物は、基本的に保育

施設では提供しない。成長が著しい子どもの心身の健全な発育・発達の観点から、不必要な

食物除去がなされることがないよう留意する。また、食物アレルギーの有症率は、乳幼児期

が最も高いが、成長とともに治癒することが多いことから、除去については、定期的な見直

しが必要になる。 

   なお、対応するにあたっては、保護者とアレルギー対応について、毎月の献立を確認する

など、保護者との連携を密にし、相互理解を図る。職員間でも連携を図り、誤食防止にも努

める。 

   また、保育施設内のアレルギー疾患対応マニュアルの緊急時対応（「エピペン®」の使用に

関することを含む）も確認しておく。 

（参考：「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン（2019年改訂版）」（厚生労働省 平

成 31年４月） 
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Ⅳ 衛生管理 
乳幼児は、一般的に感染症や食中毒に対する抵抗力が弱く、症状も重くなりやすいという傾

向があるため、保育施設における給食の衛生管理は極めて重要である。 

そのため、施設長は給食の実施にあたっては、できるだけ「大量調理施設衛生管理マニュア

ル」に基づき、給食施設設備の管理・清潔の保持、食品の取扱、給食関係職員の健康管理など

に十分留意するとともに、保育施設における給食が円滑に運営できるよう必要な措置を講じな

ければならない。 

また、食品衛生監視員から衛生管理上の問題点を指摘されたり、改善の指示を受けた場合は、

速やかに改善をしなければならない。 

 

1 給食従事者の衛生管理、健康管理 

（１）調理従事者等（食品の盛付け・配膳等、食品に接触する可能性のある者、調乳担当者及 

び臨時職員を含む。以下同じ。）に対し、定期的な健康診断及び月に１回以上（６～９月

にあっては月２回以上）の検便を実施すること。検便検査には、腸管出血性大腸菌の検

査を含めること。また、必要に応じ 10 月から３月にはノロウイルスの検査を含めるこ

とが望ましい。 

（２）健康保菌者及び下痢、嘔吐、発熱などの症状のある者、手指等に化膿創を有する者は、 

調理作業に従事しないようにすること。 

（３）調理従事者等は身体や被服の清潔保持に留意すること。（爪は短く切る、マニキュアは付

けない、指輪や時計等不要な装身具はつけないなど） 

（４）清潔な作業衣（白衣）を着用するほか、使い捨てキャップ等で髪の毛が落ちないように

するとともに、盛付け時や配膳時などは、必要に応じて使い捨て手袋やマスクを着用す

ること。 

（５）便所には、調理作業時に着用する外衣、帽子、履き物のまま入らないこと。 

（６）調理従事者等は、手を清潔に保つため、特に作業開始前、用便後、作業の変更時、配膳

の前などは必ず流水・石けんによる手洗い及び消毒を行うこと。 

 

２ 給食施設設備の衛生管理 

（１）給食関係施設は排水、防湿、通風換気、採光照明等に留意されていること。 

（２）ねずみ、昆虫等の侵入を十分防ぎ得るような設備が設けられていること。 

（３）食器類の消毒用設備、食品や食器類の保管設備、調理従事者専用手洗い設備が設けられ 

ていること。 

（４）毎日給食作業終了後、清掃を行うほか、毎月定期的に清掃日を設けるなどして、調理室 

内外の衛生管理を徹底すること。 
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３ 食品及び食器の衛生的取扱い 

（１）食品は購入後、保管、調理、加工、配膳の過程を通じて常に衛生的に取扱うこと。 

（２）前日調理は行わず、調理後の食品は速やかに喫食し、翌日に繰り返して供食することの

ないよう留意すること。 

（３）食品の購入は、衛生状況が良好で信用がおける業者を選定するとともに、検収を確実に

実施すること。 

（４）生鮮食品は当日仕入れを原則とし、検収にあたっては、鮮度、品質、汚染状態等に特に

留意すること。 

 （５）調理済み食品、半調理済み食品等の食品の検収は、特に厳重に行い、品質、期限表示、

製造業者名等が明確かどうか留意すること。 

 （６）パン、麺、牛乳、冷凍食品等を受け取る際は、保管状態、運搬方法、食品の状態、包装

の清潔さ等に留意すること。 

（７）食器は使用の都度十分洗浄したのち、衛生的に無害かつ有効な消毒液または熱湯蒸気に

より消毒して乾燥し、次の使用時まで衛生的に安全な状態に保管すること。 

 

４ 検食 

検食の目的は給食における事故を未然に防ぐためであるので、調理が完了してから配膳

までの間に、1 人分の給食（食数などの関係で一人前の給食が確保出来ない場合は、その

一部でも可）を食し、栄養的、衛生的、嗜好的観点から食事を点検すること。また、内容

の評価、検食時間、検食者、点検事項等について検食簿に記録し、給食内容の充実向上等

にも活用すること。 

 

５ 保存食 

   万一、食中毒事故が発生した場合の原因調査に備え、原材料及び調理済み食品を食品ご

とに50ｇ程度ずつ清潔な容器（ビニール袋等）に密封して入れ、－20℃以下で２週間以上

保存する。 

  なお、原材料は、特に洗浄、消毒等を行わず、購入した状態で、調理済み食品は配膳後

の状態で保存すること。 

 

 ６ 食中毒警報  

    香川県健康福祉部長より、食中毒の発生しやすい気象条件等が成立し、食中毒の多発が

予想される場合に食中毒警報が発令になる。 

    食中毒警報が発令になった場合は、特に食品衛生について注意すること。 
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７ 水質検査 

（１）水道水以外の水を用いる場合は、少なくとも年２回は水道法で規定する登録検査機関の

行う水質検査を受け、その検査結果を保存すること。 

（２）貯水槽を使用する場合は、清潔を保持するために、少なくとも年１回は専門業者により

清掃を行い、その証明書を保存すること。 

  

８ 衛生点検 

衛生管理の実施状況を把握し、結果を評価するために、チェックシステムが必要であ 

る。その効果は、毎日、あるいは定期的な点検によって明らかになる。点検の担当者を決

め、点検表によって点検、記録し、施設の責任者に報告を行い、異常のあった場合は直ち

に、改善措置を講ずる。 

点検表は「大量調理施設衛生管理マニュアル」やその他の資料を参考にして、それぞれ

の施設の実情に合わせて作成する。 

チェックリスト、記録表などは、施設により、また点検事項により異なるが、いずれも、

点検の必要事項が網羅され、簡潔で記入しやすいことが条件である。 

 

９ その他 

保育施設の給食用原材料の納入に当たっては、納入業者の選定から食品の選定、納品時

の検収、保管について、また、調理や配膳に当たっては機械器具の点検等について細心の

注意を払い、事前検食で、異物混入、異味・異臭の確認など、異物混入等の事故を防止す

るために努める。 

なお、重大事故については、市町児童福祉主管課から香川県子ども政策課へ速やかに連

絡すること。 

（参考：特定教育・保育施設等における事故の報告等について 平成29年 11月 10日  

    府子本第912号 29初幼教第11号 子保発1110 第 1号 子子発 1110 第 1号 

    子家初1110第 1号） 
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Ⅴ 事務管理 
   給食の円滑な管理運営をはかるため、最小の事務で最大の効果をあげられるよう事務管理

を正しく能率よく行い、給食運営と栄養管理の実態を十分把握することが大切である。 

 

１ 給食関係諸帳簿の保存期間 

（１）給食に関する帳簿、書類 

   市町において特に定められる場合を除き、すべての帳簿類は２年間保存されていること。 

  但し、飲食物の調理等の業務に従事する職員に係る検便の記録は５年間保存されているこ

と。（香川県社会福祉施設等の人員、設備、運営等の基準等に関する条例） 

  

（２）児童福祉施設給食用スキムミルク受払台帳 

    ３年間保存すること。 

  

２ 整備すべき帳簿の種類 

   給食の管理運営上、必要な帳簿およびその流れは図３のとおりである。なお、帳簿の様式

は、必要な項目が備わっていれば形式にはこだわらない。 

また、各種帳簿類は作成後、施設長の決裁を受けること。 

 

図３ 給食上必要な帳簿と流れ 

給 与 栄 養 目 標 量 算 出 表 

            ↓ 
食 品 構 成 表 

            ↓ 

献 立 表 → 給 食 だ よ り 

            ↓ 
給 食 材 料 発 注 票 

            ↓ 

食 品 納 入 伝 票 → 業 者 別 購 入 一 覧 表 

            ↓ 
 

 

            ↓          衛 生 管 理 点 検 簿 

調 理 ・ 供 食 → 検 食 簿 

            ↓        → 残 食 調 査 ・ 嗜 好 調 査 

給 食 日 誌 

            ↓ 

給 食 内 容 検 討 表 → 給 食 打 合 せ 会 議 録 

給 食 材 料 受 払 簿 

児童福祉施設給食用スキムミルク受払台帳 
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（１）運営管理 

   ① 特定給食施設設置・届出事項変更・事業休止（廃止）・事業再開届 

（様式１-１、１-２、１-３、１-４） 

      健康増進法施行細則に基づき特定給食施設の届出を行うこと。 

      なお、特定給食施設以外の施設においても、香川県特定給食施設等指導要綱に基づ

き給食施設の届出をすること（様式１-５、１-６、１-７、１-８）。 

   ② 特定給食施設等栄養管理報告書（様式 13） 

      特定給食施設及びその他の給食施設は、香川県特定給食施設等指導要綱、健康増進

法に基づき、毎年「特定給食施設等栄養管理報告書」（６月のある一日（平日）の状

況について、記入要領を参考に作成する）を７月 20 日までに保健所長に提出するこ

と。 

   ③ 給食打合せ会議録 

      給食打合せ会の記録および整理を正確に行い、給食運営に活用すること。 

（２）栄養管理 

   ① 保育施設における給与栄養目標量（乳児用）（様式例２-１） 

      乳児については表４を用いるが、成長曲線から大きく外れるような場合は、表５を 

     参考に個人ごとに把握しておく。 

   ② 保育施設における給与栄養目標量（幼児用）（様式例２-２） 

      幼児については表６を用いるが、これはあくまで献立作成の目安であり、対象児の

食事の給与に際しては、その特性について十分配慮し、表７・８・９を参考に、各施

設の実態に沿った給与栄養目標量を算出すること。 

   ③ 食品構成表（様式例３） 

      給与栄養目標量に基づき、食品群別にその種類と分量を示すこと。 

   ④ 献立表および給食日誌（様式例４-１、４-２） 

      献立表は予定と実施を兼ねるものとし、給食実施上の基本となるものである。 

給食日誌に日々実施した給食状況、感想、反省、給食関係者の出勤状況、残食状況、

検食状況などを記録すること。また、献立表と給食日誌は兼ねてもよい。 

   ⑤ 業者別購入一覧表（様式例５） 

      毎日の給食材料購入費を把握し、翌月の給食運営資料として活用すること。ただし、

保育施設の経理部門で把握されている場合は省いても良い。 

   ⑥ 給食内容検討表（様式例６-１、６-２・３） 

      毎日の実施献立をもとに食品群別給与量・給与栄養比率を確認し、給食内容の評価、

検討を行う。 

   ⑦ 給食材料発注票（様式例７） 

献立表に基づいて算出された食品量の業者への発注は、食品材料発注票により処理

すること。 

   ⑧ 食品納入伝票 

      業者から納入された食品は１品毎に検収を行い、食品名・数量・単価・金額が記入

された納品書をその都度確認し、保存すること。 



 

- 24 - 
 

   ⑨ 食品材料受払簿（様式例８） 

      在庫品については、食品別に食品材料受払簿により日々の受払を明らかにし、適正

に管理すること。また、これを実施献立の裏付けとし、在庫品の計画的使用、材料発

注の際の参考に出来るようにする。 

   ⑩ 児童福祉施設給食用スキムミルク受払台帳 

      保育施設に配分されている児童福祉施設給食用スキムミルクは関税暫定措置法に

よる免税品であるので受払台帳を備えて受払管理の適正をはかること。（様式省略） 

     年度途中で年度当初の購入希望量から変更がある場合は、必ず連絡すること。 

また、スキムミルクを廃棄したり、保育施設の統廃合等で配置換えをする場合も、

必ず連絡すること。（所管する税関長あてに届出書を提出する必要があるため） 

   ⑪ 検食簿（様式例９） 

      調理した食事について、栄養的な量と質、盛付け、食材料の組合せ、衛生的、嗜好

的、調理的視点から点検、検討した結果を記録すること。給食日誌（献立表）に検食

記録欄を設けている場合は、給食日誌（献立表）と検食簿を兼ねてもよい。 

   ⑫ 給食だより（家庭へ配布する献立等のプリント） 

      保育施設の給食内容や子どもたちの給食の様子、健康に関する情報などを家庭に向

けて周知することにより、家庭での食育や家族の健康づくりへの関心を高める。 

 配布用献立は、年齢区分ごとに、主食・副食・おやつ・牛乳・スキムミルク等につ

いて、具体的に、わかりやすく記載したものとすること。 

   ⑬ 嗜好調査・残食調査綴 

      献立内容の検討につなげられるよう、嗜好調査、残食調査を随時行うこと。また、

その結果は帳簿として綴り、整理しておくこと。 

給食日誌（献立表）に残食状況記録欄を設けている場合は、給食日誌（献立表）と

残食調査票を兼ねてもよい。 

 （３）衛生管理  

   ① 検便結果票 

      給食に関する衛生管理の万全を期すため、給食業務従事者（調乳担当者、臨時職員

を含む）は毎月１回（６～９月は２回）の検便を行い、その結果を綴っておくこと。 

     また、給食業務従事者については、雇入れ時の健康診断において検便を行い、結果

が陰性であることを確認してから業務に従事すること。 

   ② 自家用水道水（井戸水）の水質検査結果票・貯水槽清掃記録票 

      自家用水道水（井戸水）を飲用として使用している保育施設では、少なくとも年２

回は水道法で規定する登録検査機関の行う水質検査を受け、結果票を綴っておくこ

と。貯水槽を使用している保育施設では、少なくとも年１回は、専門業者により清掃

を行い、その証明書を綴っておくこと。 

   ③ 保育施設給食日常点検票（様式例 12） 

  「大量調理施設衛生管理マニュアル」やその他の資料を参考にして、それぞれの施

設の実情に合わせて作成した点検票を用いて、毎日、あるいは定期的に衛生面につい

て点検をし、その記録を綴っておくこと。 
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３ 記入事項 

（１）保育施設における給与栄養目標量 

乳児用について（様式例２-１） 

① 乳児の給与栄養目標量は、表４を目安とし、（１）の表に毎月、対象人数を記入する。 

② 成長曲線から大きく外れるような乳児がいる場合は、（２）の表に体重等から算出し 

 た目標量を個別に作成する。 

 

幼児用について（様式例２-２） 

① 表６や「日本人の食事摂取基準（2025 年版）」を参考に、各施設の実態に合った給与

栄養目標量を算出すること。 

② 作成月は４月とするが、子どもの栄養状態等の状況を踏まえ、定期的に見直すこと

が望ましい。 

 

注）栄養士・管理栄養士が配置されている施設においては、「日本人の食事摂取基準 

（2025 年版）」を参考に、対象となる子どもの生活状況や健康状態及び栄養状態、 

1日全体の食事に占める特定の食事から摂取されることが適当とされる給与栄養量の割

合等を勘案しながら、各施設独自の給与栄養量の目標を設定し、定期的に見直すこと。 

 

（２）食品構成表（様式例３） 

    ① 食品構成は保育施設ごとに給与栄養目標量に沿ったものとすること（例として表６

に沿ったものを表 11 に示す）。 

② 食品構成における栄養量の検討は、表 13 の食品群別荷重平均成分表の値を参考に行

う。ただし、栄養計算ソフトを使用し、それぞれの保育施設で使用している食品の分

量から独自の荷重平均成分表を作成できる場合や、食品成分表から栄養価が算出でき

る場合は、それを活用するとよい。 

③ 食品構成表における栄養量と給与栄養目標量と比較検討し、食品構成を見直す。 

④ 作成は原則４月とするが、各保育施設の実情に合わせて随時作成することが望まし

い。 

  

（３）献立表及び給食日誌（様式例４-１、４-２） 

（記入方法） 

 ＊予定人員：給食を喫食する予定の人員 

在籍児童数 ― 平均欠席児童数等 (＝ 注文数) 

実施人員：給食を喫食した人員（出席人数等） 

小計 ＝ ３歳以上児 ＋ ３歳未満児 

合計 ＝ 小計 ＋ 職員 

注）予定人員と実施人員の差はできるだけ小さくすること。 

予定人員と実施人員との差が 10％を越える場合は、1 人当たりの可食量を朱で

書き換え、実際に子どもが食べた量を把握すること。 
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＊献立に変更があった場合は朱で訂正し、実施献立とする。 

＊アレルギー対応について、対応内容や給食以外で食べたものなども記載してお

く。なお、アレルギー対応食は、あらかじめ作成された献立に従って提供する。 

 

乳児用について（様式例４－１） 

① 乳児の離乳食は表 10 等を参考に、計画的に進める。（進行計画は明確にしてお

くこと） 

② 離乳食の進行区分により、献立名・使用食品・数量を記入する。離乳食を１日２

回、提供する場合は午前・午後等明記する。 

③ １人当たり使用量に基づき進行区分ごとの食品使用量を求め、発注量を決定す

る。 

④ 乳児用献立は幼児用献立を展開させて作成する。 

⑤ 乳児が１人以上いる場合は作成する。 

 

幼児用について（様式例４－２） 

① 1 人当たり使用量・可食量 

廃棄のある食品の使用量 ＝ 可食量 ＋ 廃棄量 

廃棄のない食品の使用量 ＝ 可食量 

② 全使用量：日々購入する食品については発注量（納品量が発注量と大幅に異なる

場合は納品量）を記入し、在庫品については実使用量を記入する。 

③ スキムミルクの使用量はその日の出席児童数によるため、当日の出席人数が確

定してから記入する。 

④ 食品群別の給与量日計は毎日記載することが望ましいが、給食検討表を作成す

る月以外は省略しても構わない。 

⑤ 感想・反省：調理側の感想・反省を記入し、給食運営向上のために活用すること。 

⑥ 残食状況：該当の項目に○印を記入し、特記事項があれば記入する。 

⑦ 作成は毎日とする。 

 

（４）業者別購入一覧表（様式例５） 

① 業者名：給食材料納入業者名を記入する。 

② 曜日：（ ）内に曜日を記入する。 

③ 業者別に、日々の納品伝票の金額をそのまま記入する。 

④ 給食材料購入金額（日計）を合計し、毎月の購入金額合計を算出する。 

⑤ 消費税：納品伝票の金額が消費税額を含めた総額表示（内税）である場合は、「給

食材料購入金額」の欄に消費税込みの金額を記入すれば、「消費税」の欄

には記入しなくてよい。 
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（５）給食内容検討表（様式例６－１、６－２・３） 

様式例６－１について 

① ３歳以上児、３歳未満児（乳児は除く）に区分し記入する。 

② 日々の献立表から使用食品を食品群に分類し、その１人当たり可食量を転記する。 

 （表 12参照） 

③ 食品群ごとに合計、１人 1日当たり平均給与量㋐を算出し、さきに策定している食 

 品構成と比較検討（充足率の確認）をする。 

④ 土曜日、遠足日、行事等、平日の給食と著しく異なる場合は末尾にまとめて記入し、 

 合計・平均には算入しない。ただし、土曜日も平日と同様の給食内容の場合は、合計・ 

 平均に算入する。 

様式例６－２について 

① 様式例６－１の１人 1日当たり平均給与量㋐を㋐欄に転記する。 

② 表 13（食品群別荷重平均成分表）を用いて、食品群ごとにエネルギー、たんぱく質、 

 脂質、ビタミン（A、B1、B2、C）、ミネラル（カリウム、カルシウム、鉄）、食物繊維、 

食塩相当量の量を算出する。 

③ 年齢区分ごとに栄養量の合計（１人１日平均栄養給与量）を算出する。 

 なお、ビタミンの調理による損耗率は考慮しない。 

④ １人１日栄養給与量と栄養給与目標値から充足率を算出し、内容の評価、検討を行 

 う。 

様式例６－３について 

① 様式例中に算出式を記入しているので、様式例６－２の値をあてはめる。 

＊様式例６－１、６－２・３ともに、少なくとも年３回（例：５、９、１月）作成する

ことが望ましい。 

 

（６）給食材料発注票（様式例７） 

① ２部複写とし、１部は保育施設控え用とし、１部を業者に渡すこと。 

② 果物・魚等個数で注文する時は、１個当りの重量も併せて記載すること。 

 

（７）給食材料受払簿（様式例８） 

給食材料のうち、日々消費する食品以外の保管量の多い在庫食品については、食品別

に給食材料受払簿を作成し、その受払を明らかにしておくこと。ただし、在庫管理する

食品は、事務量軽減のためにも必要最小限とする。（主には米が対象） 

受入欄は納品伝票から記入し、払出欄は実使用量に基づいて記入する。なお、受払は

各食品の単位（例えば、しょうゆ１本、砂糖１kg など）で記入してもよい。 

 

（８）検食簿（様式例９） 

検食は異味、異臭、その他の異常が感じられた時に、食事の提供を中止するなどの適

切な対応がとれるように、毎食、子どもに食事を提供する前に行うこと。 

なお、検食を担当した者は献立名、実施年月日、検食時間、検食者名、所見等必要事

項を記入すること。 



様 式 例
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様式１－１ 

 

第１号様式（第２条関係）                   （日本産業規格Ａ列４番） 

                   

 

特定給食施設設置届出書 

 

  年  月  日 

香川県知事 殿 

                 届出者 住 所 

                     氏 名 

                     （法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 

 

 特定給食施設を設置したので、健康増進法第20条第１項の規定により届け出ます。 

給 食 施 設 

所 在 地 

〒  － 
 

電話番号（         ） 

名   称 

 

 

 

設 置 者 

住所又は主たる 

事務所の所在地 

〒  － 
 

電話番号（         ） 

氏名又は名称及 

び代表者の氏名 

 

 

 

給 食 の 開 始 年 月 日 年    月    日 

施 設 の 種 類 
 

１日の予定 

給 食 数 

朝 食 昼 食 夕 食 
その他 

（    ） 
計 

     

管理栄養士 人 栄養士 人 

備考 給食の開始の日から１月以内に届け出てください。 
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様式１－２ 

 

第２号様式（第２条関係）                    （日本産業規格Ａ列４番） 

     

 

特定給食施設届出事項変更届出書 

 

  年  月  日 

香川県知事 殿 

                 届出者 住 所 

                     氏 名 

                     （法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 

 
   特定給食施設の届出事項に変更を生じたので、健康増進法第20条第２項の規定により届け出ます。 

給 食 施 設  

所 在 地 

〒  －     
 

電話番号（         ） 

名   称 
 

 

設 置 者 

住所又は主たる 

事務所の所在地 

〒  －     
 

電話番号（         ） 

氏名又は名称及 

び代表者の氏名 

 

 

変 更 事 項   

変 更 前  

変 更 後  

変 更 年 月 日 年    月    日 

備考 変更の日から１月以内に届け出てください。
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様式１－３ 

 

第３号様式（第２条関係）                    （日本産業規格Ａ列４番）

         

 

特定給食施設事業休止（廃止）届出書 

 

  年  月  日 

香川県知事 殿 

                 届出者 住 所 

                     氏 名 

                     （法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 

 

 給食を休止（廃止）したので、健康増進法第20条第２項の規定により届け出ます。 

給 食 施 設  

所 在 地 

〒  － 
 

電話番号（         ） 

名   称 
 

 

設 置 者 

住所又は主たる 

事務所の所在地 

〒  － 
 

電話番号（         ） 

氏名又は名称及 

び代表者の氏名 

 

休 止 （ 廃 止 ） 年 月 日 年    月    日 

休 止 （ 廃 止 ） し た 理 由  

休止の場合は、再開予定年月日 年    月    日 

備考 休止又は廃止の日から１月以内に届け出てください。 
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様式１－４ 

 

第４号様式（第２条関係）                    （日本産業規格Ａ列４番）

   

 

特定給食施設事業再開届出書 

 

  年  月  日 

香川県知事 殿 

                 届出者 住 所 

                     氏 名 

                     （法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 

 

 給食を再開したので、健康増進法施行細則第２条第３項の規定により届け出ます。 

給 食 施 設  

所 在 地 

〒  － 
 

電話番号（         ） 

名   称 
 

設 置 者 

住所又は主たる 

事務所の所在地 

〒  － 
 

電話番号（         ） 

氏名又は名称及 

び代表者の氏名 

 

再 開 年 月 日 年    月    日 

備考 再開の日から１月以内に届け出てください。 
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様式１－５ 

 

第１号様式                           （日本産業規格Ａ列４番）       

            

 

給食施設設置届出書 

 

香川県   保健所長 殿                       年  月  日 

 

届出者 住 所 

    氏 名 

(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名) 

 

給食施設を設置したので、香川県特定給食施設等指導要綱第４条第２項の規定により届け出ます。 

 

給 食 施 設  

所 在 地 

〒  － 

 

電話番号（         ） 

名 称 
 

 

設 置 者 

住所又は主たる

事務所の所在地 

〒  － 

 

電話番号（         ） 

氏名又は名称及

び代表者の氏名 

 

 

給 食 の 開 始 年 月 日  年    月    日 

施 設 の 種 類  
 

１日の予定 

給 食 数 

朝 食 昼 食 夕 食 
その他 

（    ） 
計 

     

 

管理栄養士 人 栄 養 士 人 

備考 給食の開始の日から１月以内に届け出てください。 
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様式１－６ 

 

第２号様式                                       （日本産業規格Ａ列４番） 

           

 

給食施設届出事項変更届出書 

 

香川県   保健所長 殿                       年  月  日 

 

届出者 住 所 

氏 名 

(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名) 

 

給食施設の届出事項に変更を生じたので、香川県特定給食施設等指導要綱第４条第２項の規定

により届け出ます。 

 

給 食 施 設  

所 在 地  

〒  － 

 

電話番号（         ） 

名 称 
 

設 置 者 

住所又は主たる

事務所の所在地 

〒  － 

 

電話番号（         ） 

氏名又は名称及

び代表者の氏名 

 

変 更 事 項  

変 更 前  

変 更 後  

変 更 年 月 日 年    月    日 

備考 変更の日から１月以内に届け出てください。 
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様式１－７ 

 

第３号様式                               （日本産業規格Ａ列４番） 

    

 

給食施設事業休止 (廃止) 届出書 

 

香川県   保健所長 殿                       年  月  日 

 

届出者 住 所 

氏 名 

(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名) 

 

給食を休止 (廃止) したので、香川県特定給食施設等指導要綱第４条第２項の規定により届け

出ます。 

 

給 食 施 設  

所 在 地  

〒  － 

 

電話番号（         ） 

名 称 
 

設 置 者 

住所又は主たる

事務所の所在地 

〒  － 

 

電話番号（         ） 

氏名又は名称及

び代表者の氏名 

 

休 止 ( 廃 止 ) 年 月 日 年    月    日 

休 止 ( 廃 止 ) し た 理 由   

休止の場合は、再開予定年月

日  
年    月    日 

備考 休止又は廃止の日から１月以内に届け出てください。 



- 35 - 
 

様式１－８ 

 

第４号様式                                 （日本産業規格Ａ列４番） 

     

 

給食施設事業再開届出書 

 

香川県   保健所長 殿                       年  月  日 

 

届出者 住 所 

  氏 名 

(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名) 

 

給食を再開したので、香川県特定給食施設等指導要綱第４条第２項の規定により届け出ます。 

 

給 食 施 設  

所 在 地  

〒  － 

 

電話番号（         ） 

名 称 

 

設 置 者 

住所又は主たる

事務所の所在地 

〒  － 

 

電話番号（         ） 

氏名又は名称及

び代表者の氏名 

 

再 開 年 月 日 年    月    日 

備考 再開の日から１月以内に届け出てください。 
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様
式
例
２
－
１

施
設

長
担

当
者

（
１

）

月
齢

ｴ
ﾈ

ﾙ
ｷ
ﾞｰ

た
ん

ぱ
く

質
脂

質
ｶ
ﾘｳ

ﾑ
ｶ
ﾙ

ｼ
ｳ
ﾑ

鉄
ﾋ
ﾞﾀ

ﾐﾝ
A

ﾋﾞ
ﾀ
ﾐﾝ

B
₁

ﾋﾞ
ﾀ
ﾐﾝ

B
₂

ﾋ
ﾞﾀ

ﾐﾝ
C

食
物

繊
維

食
塩

相
当

量

(月
)

(k
ca

l)
(g

)
(%

ｴ
ﾈ

ﾙ
ｷ
ﾞｰ

)
(m

g)
(m

g)
(m

g)
(μ

gR
A

E
)

(m
g)

(m
g)

(m
g)

(g
)

(g
)

男
児

2
7
5

女
児

2
5
0

男
児

3
2
5

女
児

3
0
0

男
児

3
5
0

女
児

3
2
5

月
齢

体
重

［エ
ネ

ル
ギ

ー
量

の
算

出
式

］

(月
)

(k
g)

対
象

人
数

性
別

(人
)

1
0
0

保
育

施
設

に
お

け
る

給
与

栄
養

目
標

量
（
乳

児
用

）

年
　

　
　

　
月

0
～

5
5

5
0

2
0
0

0
.1

5
0.

05
0
.1

5

20
-

0
.7

5
0.

1
2
0
0

0.
3

1
5
0

6
～

8
7
.5

4
0

35
0

9
～

1
1

1
2
.5

0.
2

（
２

）
 成

長
曲

線
か

ら
大

き
く

外
れ

る
よ

う
な

成
長

の
停

滞
や

体
重

増
加

等
、

特
に

配
慮

が
必

要
な

乳
児

の
保

育
施

設
に

お
け

る
給

与
栄

養
目

標
量

（
エ

ネ
ル

ギ
ー

）

氏
　

　
名

性
別

母
乳

人
工

乳

ｴ
ﾈ

ﾙ
ｷ
ﾞｰ

（
算

出
し

た
値

の
5
0
%
）

(k
ca

l)
推

定
ｴ

ﾈ
ﾙ

ｷ
ﾞｰ

必
要

量
　

＝
　

総
ｴ

ﾈ
ﾙ

ｷ
ﾞｰ

消
費

量
　

＋
　

ｴ
ﾈ

ﾙ
ｷ
ﾞｰ

蓄
積

量

1
2
5

2.
3

ｴ
ﾈ

ﾙ
ｷ
ﾞｰ

蓄
積

量

(k
ca

l/
日

)
月

齢
 (

月
）

総
ｴ

ﾈ
ﾙ

ｷ
ﾞｰ

消
費

量

(k
ca

l/
日

)

　
　

<
母

乳
栄

養
児

>
　

　
　

　
　

9
2
.8

×
体

重
（
kg

）
 ―

 1
5
2.

0
　 　

　
<
人

工
栄

養
児

>
　

　
　

　
　

8
2
.6

×
体

重
（
kg

）
 ―

 2
9
.0

男
15

　
女

2
0

0
～

5

6
～

8

9～
1
1

男
20

　
女

1
5

11
5
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様
式
例
２
－
２

施
設

長
担

当
者

ｴ
ﾈ

ﾙ
ｷ
ﾞｰ

た
ん

ぱ
く

質
脂

質
ｶ

ﾘｳ
ﾑ

ｶ
ﾙ

ｼ
ｳ
ﾑ

鉄
ﾋ
ﾞﾀ

ﾐﾝ
A

ﾋ
ﾞﾀ

ﾐﾝ
B
₁

ﾋﾞ
ﾀ
ﾐﾝ

B
₂

ﾋﾞ
ﾀ
ﾐﾝ

C
食

物
繊

維
食

塩
相

当
量

(k
ca

l)
(g

)
（ｇ

）
(m

g)
(m

g)
(m

g)
(μ

gR
A

E
)

(m
g)

(m
g)

(m
g)

(g
)

(g
)

ｴ
ﾈ

ﾙ
ｷ
ﾞｰ

た
ん

ぱ
く

質
脂

質
ｶ

ﾘｳ
ﾑ

ｶ
ﾙ

ｼ
ｳ
ﾑ

鉄
ﾋ
ﾞﾀ

ﾐﾝ
A

ﾋ
ﾞﾀ

ﾐﾝ
B
₁

ﾋﾞ
ﾀ
ﾐﾝ

B
₂

ﾋﾞ
ﾀ
ﾐﾝ

C
食

物
繊

維
食

塩
相

当
量

(k
ca

l)
(g

)
(ｇ

)
(m

g)
(m

g)
(m

g)
(μ

gR
A

E
)

(m
g)

(m
g)

(m
g)

(g
)

(g
)

注
）
　

た
ん

ぱ
く

質
は
エ

ネ
ル

ギ
ー

の
１
３

～
２

０
％

、
脂
質

は
エ

ネ
ル

ギ
ー
の

２
０
～

３
０

％
を

目
安
と

す
る

。

副
食

と
お

や
つ

の
給

与
栄

養
目

標
量

　
③

ー
④

主
食

を
家

庭
か

ら
持

参
す

る
場

合

米
飯

　
　

　
　

ｇ
の

栄
養

量
　

④

保
育

施
設

に
お

け
る

給
与

栄
養

目
標

量
①

×
②

＝
③

昼
食

＋
お

や
つ

の
比

率
②

（
２

）
 ３

～
５

歳
児

の
給

与
栄

養
目

標
量

３
～

５
歳

児
の

1
日

当
た

り
食

事
摂

取
基

準
①

保
育

施
設

に
お

け
る

給
与

栄
養

目
標

量
①

×
②

保
育

施
設

に
お

け
る

給
与

栄
養

目
標

量
（
幼

児
用

）

年
　

　
　

　
月

（
１

）
 １

～
２

歳
児

の
給

与
栄

養
目

標
量

昼
食

＋
お

や
つ

の
比

率
②

１
～

２
歳

児
の

1
日

当
た

り
食

事
摂

取
基

準
①
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様
式

例
３

施
設

長
担

当
者

　
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

　
月

分

１
～

２
歳

児

ビ タ ミ ン

ビ タ ミ ン

ビ タ ミ ン

ビ タ ミ ン

Ｂ
1

Ｂ
2

Ｂ
1

Ｂ
2

(ｇ
)

(k
ca

l）
(ｇ

)
(ｇ

)
(m

g)
(m

g)
(m

g)
(
μ
g
R
A
E
)

(m
g)

(m
g)

(m
g)

(ｇ
)

(ｇ
)

(ｇ
)

(k
ca

l）
(ｇ

)
(ｇ

)
(m

g)
(m

g)
(m

g)
(
μ
g
R
A
E
)

(m
g)

(m
g)

(m
g)

(ｇ
)

(ｇ
)

計

目
標

量

充
足

率

米

パ
ン

そ
の

他
の

穀
類

い
も

類

穀 　 　 類

３
～

５
歳

児

数 量

エ ネ ル ギ ー

た ん ぱ く 質

脂 質

カ ル シ ウ ム

鉄

ビ タ ミ ン Ａ

食 塩 相 当 量

数 量

エ ネ ル ギ ー

た ん ぱ く 質

脂 質

カ リ ウ ム

ビ タ ミ ン Ｃ

食 塩 相 当 量

食
　

 
 
　

品
　

 
 
　

構
　

 
　

成
　

 
 
　

表

食 物 繊 維

食 物 繊 維

カ リ ウ ム

ビ タ ミ ン Ｃ

カ ル シ ウ ム

鉄

ビ タ ミ ン Ａ

牛
乳

ス
キ

ム
ミ

ル
ク

そ
の

他
乳

製
品

卵
類

砂
糖

類

油
脂

類

豆
類

果
実

類

緑
黄

色
野

菜

そ
の

他
の

野
菜

魚
介

類

肉
類

乳 　 　 類 保
育

施
設

に
お

け
る

給
与

栄
養

目
標

量

充
足

率

食
品

構
成

栄
養

量
（

計
）

嗜
好

飲
料

調
味

料
類

菓
子

類

海
藻

類
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献
立

表
及
び
給

食
日
誌
（
乳

児
用
）

　
 
 
月

　
　

日
　

　
曜

日 ５
，
６
か
月
頃

７
，
８

か
月
頃

９
～

１
１
か

月
頃

・
１

２
～
１
８
か
月

頃

１
人
当
た
り

１
人
当

た
り

可
食
量

使
用
量

可
食

量
使
用

量
可

食
量

使
用
量

感
想
・

反
省

1
2
～
1
8
か
月
頃

様
式

例
４

－
１

5
,
6
か
月
頃

7
,
8
か
月
頃

9
～
1
1
か

月
頃

献
立
名

食
品
名

実 施 人 員

計
給

食
人

員

予 定 人 員

全
使
用

量
食

品
名

献
立
名

全
使
用
量

5
,
6
か

月
頃

7
,
8
か
月

頃

１
人
当
た
り

食
品

名
献
立
名

全
使
用

量

施
設
長

担
当
者

計
9
～

1
1
か

月
頃

1
2
～
1
8
か
月
頃
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ハ
ニ

Ａ
チ

施
設

長
担

当
者

　
　
献

　
立
　

表
　
及
　

び
　
給
　

食
　
日
　

誌
(
幼
児
用
)

予 定 人 員

実 施 人 員

乳
児

小
計

職
員

合
計

ホ
ト

３
歳

未
満

児
小

計
職

員

菓
子

類

嗜
好

飲
料

ス
キ

ム
ミ

ル
ク

そ
の

他
の

乳
製

品

海
藻

類

パ
ン

Ｂ

合
計 牛

乳

緑
黄

色
野

菜

魚
介

類

肉
類

穀 類 乳 類

実 施 人 員

３
歳

以
上

児

ヘ

ｇ

献
立
名

食
　
品
　

名
１
人
当

り

給
食

人
員

３
歳

以
上

児
３

歳
未

満
児

イ
ロ

様
式

例
４

－
２

調
味

料
類

米

そ
の

他
の

穀
類

い
も

類

食
　
品
　

群
　
別
　
給

　
与
　
量
　

日
　
計

食
品
群

３
歳

以
上

３
歳
未
満

献
立
名

食
　

品
　
名

予 定 人 員

　
月
　

日
　
曜

ｇ

１
　

～
　
５
　
歳
　
児

全
使
用

食
品

砂
糖

類

油
脂

類

豆
類

３
　
　
歳

　
　
未
　
　

満
　
　
児

全
使
用

食
品

全
使
用
量

使
用
量

ｇ
ｇ

可
食
量

１
人
当
り

全
使
用

量

感 想 ・ 反 省

残 食 状 況

使
用

量
可
食
量

果
実

類

そ
の

他
の

野
菜

卵
類

多
い
　

　
や
や
多
い

　
　
少
な
い

　
　
な
し
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施
設

長
担

当
者

　
月

分

1
(
 
 
)

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
　

　
　
　
　
　
円

2
(
 
 
)

3
(
 
 
)

4
(
 
 
)

5
(
 
 
)

6
(
 
 
)

7
(
 
 
)

8
(
 
 
)

9
(
 
 
)

1
0

(
 
 
)

1
1

(
 
 
)

1
2

(
 
 
)

1
3

(
 
 
)

1
4

(
 
 
)

1
5

(
 
 
)

1
6

(
 
 
)

1
7

(
 
 
)

1
8

(
 
 
)

1
9

(
 
 
)

2
0

(
 
 
)

2
1

(
 
 
)

2
2

(
 
 
)

2
3

(
 
 
)

2
4

(
 
 
)

2
5

(
 
 
)

2
6

(
 
 
)

2
7

(
 
 
)

2
8

(
 
 
)

2
9

(
 
 
)

3
0

(
 
 
)

3
1

(
 
 
)

(月
計

）

累
 
計

様
式

例
５

業
　

者
　

別
　

購
　

入
　

一
　

覧
　

表

給
食

材
料

購
入

金
額

（
日

　
　

　
計

）

小
計

　
　
　
業
者
名

日
（
曜
日
）

消
費

税

合
計
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様
式

例
６

－
１

　
月

分
給

　
食

　
内

　
容

　
検

　
討

　
表
　

（
そ

の
１

）

平
日

日
・

そ
の

他
日

３
歳

未
満

児

３
歳

以
上

児

未
満

児

以
上

児

未
満

児

以
上

児

未
満

児

以
上

児

未
満

児

以
上

児

未
満

児

以
上

児

未
満

児

以
上

児

未
満

児

以
上

児

未
満

児

以
上

児

未
満

児

以
上

児

未
満

児

以
上

児

未
満

児

以
上

児

未
満

児

以
上

児

未
満

児

以
上

児

未
満

児

以
上

児

未
満

児

以
上

児

未
満

児

以
上

児

未
満

児

以
上

児

未
満

児

以
上

児

未
満

児

以
上

児

※
　
平
日
：
月
曜
日
～
土
曜
日

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

月
分
給

食
日

数

充
足

率
　 ％

施
設
長

担
当
者

食
品

群
別

　
　

　
　

　
　

　
　

　
  
 　

  
　

日
 　

　
  

  
  
  

　
　

　
　

曜
日

　
  

 　
　

　
　

　
区

分

平
日
計

１
人
１

日
当

平
均
給

与
量

（
平
日

）
㋐

各
保
育

所
の

食
品

構
成
量

穀
 
 
類

米
ｇ

パ
ン ｇ

そ
の

他
の

穀
類 ｇ

い
も

類
ｇ

砂
糖

類
ｇ

油
脂

類
ｇ

豆
類

ｇ

果
実

類
ｇ

緑
黄

色
野

菜
ｇ

そ
の

他
の

野
菜

ｇ

魚
介

類
ｇ

肉
類

ｇ

卵
類

ｇ

乳
 
 
類

牛
乳 ｇ

ス
キ

ム
ミ

ル
ク ｇ

そ
の

他
の

乳
製

品 ｇ

海
藻

類
ｇ

菓
子

類
ｇ

嗜
好

飲
料

ｇ

※
　
平
日
の
給
食
と
著
し
く
異
な
る
場
合
は
、
合
計
・平
均
に
は
算
入
せ
ず
、
網
掛
け
の
列
に
記
入
。

調
味

料
類

ｇ
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様式例７ 

施設長 担当者 

  

 

発  注  票 

 

 

発注先              

 

                       発注日   年  月  日 

               保育施設名           

 

 

使用日 品名 数量 備考 検収 
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様式例８ 

施設長 担当者 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給食材料受払簿 品目  単位  

月 日 適用 受 払 残 備考 
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様式例９ 

 

 

検  食  簿 

献 

立 

 
     年  月  日 

         曜日 

記 

入 

事 

項 

主食の炊き方 丁度よい  硬い  軟らかい 検食時間 

 

   時   分 

味付けの具合       丁度よい  甘い   からい 

分 量 は        良い   多い   少ない 

色 彩 は       特によい  良い   悪 い 検食者 

        盛 り 付 け       特によい  良い   悪 い 

所 
 

見 

 

献 

立 

 
     年  月  日 

         曜日 

記 

入 

事 

項 

主食の炊き方 丁度よい  硬い  軟らかい 検食時間 

 

   時   分 

味付けの具合       丁度よい  甘い   からい 

分 量 は        良い   多い   少ない 

色 彩 は       特によい  良い   悪 い 検食者 

        盛 り 付 け       特によい  良い   悪 い 

所 
 

見 
 

献 

立 

 
     年  月  日 

         曜日 

記 

入 

事 

項 

主食の炊き方 丁度よい  硬い  軟らかい 検食時間 

 

   時   分 

味付けの具合       丁度よい  甘い   からい 

分 量 は        良い   多い   少ない 

色 彩 は       特によい  良い   悪 い 検食者 

        盛 り 付 け       特によい  良い   悪 い 

所 

見 

 

 

施設長 担当者 
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様式例 10（表） 



 

- 48 - 
 

 

  
様式例 10（裏） 
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様式例 11－１ 
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様式例 11－２ 
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除去解除申請書 

年   月   日 

（施 設 名）            

（クラス等）            

（児童氏名）            

※解除申請の理由欄に〇を付け、食品名を記入してください。 

解除申請の理由 

 本児は生活管理指導表で「未摂取」のため除去していた 

〔食品名：           〕に関して、医師の指導の下、 

これまでに複数回食べて症状が誘発されていないので、 

施設における完全解除をお願いします。 

 本児は生活管理指導表で「未摂取以外」を理由に除去していた 

〔食品名：           〕に関して、医師の指導の下、 

これまでに複数回食べて症状が誘発されていないので、 

施設における完全解除をお願いします。 

 本児は生活管理指導表で除去が必要とされる 

〔食品名：           〕に関して、保育施設では 

提供されることがないので、給食での管理は必要ありません。 

 

        （保護者氏名）             

 

      参考：保育所におけるアレルギー対応ガイドライン（2019 年改訂版） 

 

 

 

様式例 11－３ 
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記
　
録
　
簿

納
品
業
者

保
管

場
所

温
度
確

認
者

（
肉
　

　
　
　
　
℃
）

　
　
消
費
期
限

(
 　

 
.
 
　
 .
 
　
　
 
)

　
□
　
調
理
終
了
後

の
食
品
は
，
二

次
汚
染
を
防
止

す
る
た
め
適
切

に
保
管
し
た
。

（
　
　

　
　
　
　
℃
）

　
□

　
調

理
終

了
後

，
速

や
か

に
喫

食
さ

れ
る
よ

う
適

切
な

時
間

に
配

膳
を

行
っ
た

。
（

　
　

：
　
　

）

（
魚
　

　
　
　
　
℃
）

　
□

　
使

用
水

の
外

観
（

色
・

濁
り

）
，

に
お
い

，
異

物
を

確
認

し
た

。
（

異
常
な

し
・

異
常

あ
り
）

（
豆
腐

　
　
　
　
℃
）

　
　
消

費
期
限
( 
　
 
.
 
　
 
.
 
　
　
 
)

　
□

　
遊

離
残

留
塩

素
を

確
認

し
た

。
（

　
　
　

　
　

㎎
/l

）
　

＊
０

.
１
㎎

/
l以

下
の

場
合

は
保

存

（
牛
乳

　
　
　
　
℃
）

　
　
賞

味
期
限
( 
　
 
.
 
　
 
.
 
　
　
 
)

　
□
　
加
熱
調
理
は

適
切
に
行
っ
て

い
る
。

（
　
　

　
　
　
　
℃
）

　
賞

味
期
限
(
 
　
 
. 

　
 .
 
　
　
 
)

　
□
　
異
味
・
異
臭

・
異
物
等
の
異

常
は
な
い
。

（
卵
　

　
　
　
　
℃
）

　
　
　

　
□
　
野
菜
・
果
物

は
十
分
洗
浄
さ

れ
て
い
る
。

（
　
　

　
　
　
　
℃
）

　
　
賞

味
期
限
( 
　
 
.
 
　
 
.
 
　
　
 
)

　
□
　
下
痢
を
し
て

い
る
者
は
い
な

い
。

（
　
　

　
　
　
　
℃
）

　
　

□
　
発
熱
・
腹
痛

・
嘔
吐
を
し
て

い
る
者
は
い
な

い
。

　
□
　
衛
生
的
な
服

装
を
し
て
い
る

。

焼
き

物
・

蒸
し
物

　
□
　
手
指
は
確
実

に
洗
浄
し
た
。

揚
げ

物

煮
物

(
汁

物
)

　
□
　
異
物
混
入
の

原
因
と
な
る
調

理
器
具
・
機
器

・
施
設
の
異
常

は
な
い
。

煮
物

(
汁

物
)

　
□
　
調
理
器
具
等

の
洗
浄
に
，
破

損
し
や
す
い
材

質
の
器
具
は
使

用
し
て
い
な
い

。

　
□
　
器
具
・
容
器

等
の
使
用
後
の

洗
浄
消
毒
は
，

全
て
の
食
品
が

調
理
場
内
か
ら

搬
出
さ
れ
た

炒
め

物
　

　
　
後
に
行
っ
た

。
　

　
□
　
消
毒
保
管
庫

内
の
食
器
は
全

て
よ
く
乾
い
て

い
る
。

（
　

　
　

　
　
）

　
□
　
あ
き
缶
・
あ

き
ビ
ン
等
は
清

潔
に
処
理
さ
れ

て
い
る
。

　
□
　
残
菜
の
処
理

は
適
切
に
行
っ

た
。

中
心
温

度
（
　
　
　
　

　
　
℃
）
・
確
認

後
9
0
秒
間
以
上

加
熱

　
□
　
そ
の
他
の
廃

品
の
処
理
は
適

切
に
行
っ
た
。

中
心
温

度
（
　
　
　
　

　
　
℃
）
・
確
認

後
9
0
秒
間
以
上

加
熱

　
□
　
残
菜
容
器
は

清
潔
で
あ
る
。

中
心
温

度
（
　
　
　
　

　
　
℃
）
・
確
認

後
9
0
秒
間
以
上

加
熱

　
□
　
厨
芥
置
場
は

清
潔
で
あ
る
。

　
□
　
食
材
料
は
整

理
整
頓
さ
れ
て

い
る
。

　
□
　
ネ
ズ
ミ
・
ゴ

キ
ブ
リ
等
の
衛

生
害
虫
は
い
な

い
。

　
□
　
通
風
・
温
度

・
湿
度
の
状
態

は
よ
い
。

：
：

　
□
　
給
食
物
資
以

外
の
物
は
入
れ

て
い
な
い
。

床
壁

　
□
　
床
面
お
よ
び

内
壁
の
う
ち
，

床
面
か
ら
１
ｍ

ま
で
の
部
分
を

洗
浄
消
毒
し
た

。

　
□
　
便
所
の
手
洗

用
消
毒
液
は
十

分
に
あ
る
。

：
：

　
□
　
作
業
衣
・
履

き
物
等
は
交
換

し
た
。

　
□
　
用
便
後
の
手

指
は
確
実
に
洗

浄
消
毒
し
た
。

※
こ
の
様
式
は
参
考

例
で
す
。
現
在
活
用
し

て
い
る
様
式
で
も
か

ま
い
ま
せ
ん
。

　
□
　
部
外
者
が
立

ち
入
ら
な
か
っ

た
。
ま
た
は
，

作
業
等
の
た
め

止
む
を
得
ず
，

部
外
者
が
立
ち

　
　
　
　
（
検
収

記
録
は
納
品
書
、
中
心

温
度
は
献
立
表
及
び

給
食
日
誌
な
ど
別
の

も
の
に
記
載
す
る
場

合
は
省
略
可
能
）

　
　
　
入
っ
た
が
，

衛
生
的
な
服
装

で
立
ち
入
ら
せ

た
。

　
　

℃

　
　

℃

　
　

℃

　
　

℃

　
　

℃

　
　

℃

　
　

℃

　
　

℃

　
中
心

温
度
（
　
　
　

　
℃
）
（
　
　

　
　
℃
）
（
　

　
　
　
℃
）
・

確
認
後
9
0
秒
間

以
上
加
熱

便 所

℃
℃

調 理 室

へ の 立

ち 入 り

30
分
を

こ
え

て
提

供
さ
れ

る
場

合
の

保
存
温

度
℃

℃
℃

℃

食
事
時
刻

：
：

：
：

食 品 庫

午
前
の

お
や
つ

昼
　
食

　
（
　
品
　
名

　
）

午
後
の

お
や
つ

調
理
終
了
時
刻

：
：

：
：

　
□
　
食
器
・
調
理

器
具
の
下
洗
い

は
適
切
に
行
っ

た
。

（
　
　

 
　
　
　
　
 
　

　
）
　
　
　
確
認

時
刻
（
　
　
：

　
　
）

　
□
　
洗
剤
の
濃
度

お
よ
び
使
用
量

は
適
切
で
あ
る

。

７
５

℃
で

１
分
間

以
上

加
熱

　
中
心

温
度
（
　
　
　

　
℃
）
（
　
　

　
　
℃
）
（
　

　
　
　
℃
）
・

確
認
後
9
0
秒
間

以
上
加
熱

　
□
　
食
器
・
調
理

器
具
の
洗
浄
消

毒
は
適
切
に
行

っ
た
。

（
　
　

　
　
 
　
　
 
　

　
）
　
　
　
確
認

時
刻
（
　
　
：

　
　
）

　
□
　
調
理
機
器
の

洗
浄
消
毒
は
確

実
に
行
っ
た
。

（
分
解
→
洗
浄

消
毒
→
乾
燥
）

　
中
心

温
度
（
　
　
　

　
℃
）
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
・

9
0
秒
間
以
上
加

熱
確
認

給 食 介 助 ・ 当 番

：
　
　

℃

（
 
  
 
　
　
　
 
　
 
　

　
）
　
　
　
確
認

時
刻
（
　
　
：

　
　
）

　
中
心

温
度
（
　
　
　

　
℃
）
（
　
　

　
　
℃
）
（
　

　
　
　
℃
）
・

確
認
後
9
0
秒
間

以
上
加
熱

調 理 器 具 ・ 食 器 の 洗 浄 消 毒

＊
ノ
ロ

ウ
イ
ル

ス
汚
染

の
お
そ

れ
の
あ

る
食
品

の
場

合
は

8
5
～
9
0
℃
で

9
0
秒
間

以
上

加
熱

（
　
　

　
　
 
　
　
 
　

　
）
　
　
　
確
認

時
刻
（
　
　
：

　
　
）

　
中
心

温
度
（
　
　
　

　
℃
）
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
・

9
0
秒
間
以
上
加

熱
確
認

（
　
　

　
　
 
　
　
 
　

　
）
　
　
　
確
認

時
刻
（
　
　
：

　
　
）

（
　
　

　
　
 
　
　
 
　

　
）
　
　
　
確
認

時
刻
（
　
　
：

　
　
）

残 菜 と 廃 品 の 処 理

衛
　
生
　
管
　

理
　
チ
　
ェ
　

ッ
　
ク
　
リ
　

ス
　
ト
（
作
業

後
）

：
配 膳

： ：

検 食
： ：：

使 用 水
：

食
材

（
　

　
　
 
 　

　
）

食
材

（
　

　
　
 
 　

　
）

食
材

（
　

　
　
 
 　

　
）

検 収 記 録

納
品

時
刻

数
量

・
鮮

度
・
包

装
・

品
温
・

賞
味

期
限

・
異
物

等
の
検

収
状

況
結

果

：

中 心 温 度 記 録

　
中
心

温
度
（
　
　
　

　
℃
）
（
　
　

　
　
℃
）
（
　

　
　
　
℃
）
・

確
認
後
9
0
秒
間

以
上
加
熱



 

- 54 - 
 

 
 
 
 
 

様式 13 
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特定給食施設等栄養管理報告書 記入要領 
（保育所用） 

 

 この報告書は、給食施設における給食運営及び栄養管理等の状況を把握するために、健康増進法

第１８条第１項第２号の規定により報告を求めるものです。 

 報告者は当該施設長とします。したがって、給食を委託している場合も委託元である当該施設長

が、管轄保健所長あてに７月２０日までに報告してください。 

 

 項   目 記入要領 

１ 報告年月日 毎年、６月のある一日（平日）の状況について記入してください。  

なお、裏面給与食品量・給与栄養量は、５月分で報告してください。 

２ コード 記入しないでください。 

３ 記入者 職名及び氏名を記入してください。 

  ［記入例］  職名 管理栄養士  氏名 香川東子 

４ 施設名（ふりがな） 施設の正式名称を記入し、ふりがなも合わせて記入してください。 

５ 施設長名（ふりがな） 職名と氏名（ふりがな）を記入してください。 

６ 設置者名（ふりがな） 職名と氏名（ふりがな）を記入してください。 

７ 連絡先 メールアドレスがある場合は、必ず記入してください。 

８ 栄養管理部門の責任

者 

施設側の栄養管理部門の所属・職名・氏名（ふりがな）を記入してく

ださい。 

９ 調理業務の形態 離乳食、１～２歳児食、３～５歳児食別に記入してください。 

まず、直営か委託にチェックをし、次に調理する場所が自施設内か施

設外かをまず選んでください。施設外調理にチェックをした場合は、

設問に記入してください。 

直営･委託、自施設･施設外のどちらにも当てはまる場合は両方を選ん

でください。選択が難しい場合はその他を選び具体的に記入してくだ

さい。 

 特別な例）自施設の職員が自施設ではない調理施設に出向き調理

し、そこから配送されてくる場合は、直営及び施設外調理にチェック

し、配送元施設の欄には調理施設を持つ施設名を記入する。 

[調理方法の概要説明] 

･クックチル･･調理後、冷蔵（3℃以下）で運搬､保管し、再加熱後提供 

･クックフリーズ･･運搬､保管が冷凍（－18℃以下） 

･クックサーブ･･冷蔵又は冷凍せずに運搬し、速やかに提供 

･真空調理･･真空包装による調理で、運搬､保管が冷蔵又は冷凍 

委託有の場合は、委託業者名・本社住所を記入してください。 

１０ 給食従事者数 施設側、委託側それぞれの管理栄養士及び栄養士等の従事者につい

て、常勤・パート・兼務の別に人数を記入してください。 

「常勤」とは、当該施設において他の正規職員と同様な勤務形態にあ

る場合をいいます。 

管理栄養士・栄養士・調理師は有資格者とします。 

１１ 施設定員数 施設定員数を記入してください。 
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１２ 職員数 職員数を記入してください。 

１３ 栄養教育 前年度の栄養教育（指導者と対象者が対面して行なうもの。）の実施

の有無を個別と集団に分けて○で囲んでください。有の場合は対象者

をチェックしてください。その他の場合は対象者を記入してくださ

い。 

１４ 管理栄養士・栄養士

代表者 
管理栄養士・栄養士として採用され、貴施設で栄養管理業務を行って

いる代表者の氏名、勤務時間、管理栄養士免許の有無を記入してくだ

さい。  例）週５日の１日８時間勤務の場合、４０時間/週と記入 

１５ 給食数 ６月の通常の給食数を記入してください。 

１６ アレルギー対応 アレルギー対応の有無を○で囲んでください。有の場合は該当する項

目にチェックしてください。その他にある場合は内容を記入してくだ

さい。 

１７ 情報提供 現在の情報提供の有無を○で囲んでください。有の場合は該当する項

目にチェックしてください。その他の場合は内容を記入してくださ

い。 

１８ 非常時危機管理対策 備蓄品の有無を○で囲んでください。 

有の場合は何人分を何食分用意しているか記入してください。 

例）３日間の朝食、昼食、夕食分であれば、９食分と数える 

また、備蓄内容や保管場所についても記入してください。 

非常時の対応マニュアルや献立表について、食中毒発生時と災害発生

時それぞれについて有無を○で囲み、無の場合は作成予定についても

記入してください。 

１９ 肥満とやせの状況 栄養管理の評価として、肥満とやせの状況を把握する必要があるた

め、記入してください。 

・３～５歳の肥満度判定区分は、簡易ソフト（別添 使用法について

を参照）を使用して算出してください。 

２０ 給与食品量 １人１日当たりの給与食品量を『保育所給食の手引き』の給食内容検

討表を参考にして記入してください。 

すべて整数で記入してください。ただし、海藻類の平均給与量及び食

品構成量は小数点第 1位まで記入してください。 

２１ 給与栄養量 １人１日当たりの給与栄養量を『保育所給食の手引き』の給食内容検

討表を参考にして記入してください。 

なお、単位や小数点以下の桁数の取り扱いについては、最新版の日本

食品標準成分表に準じてください。充足率（％）は整数で記入してく

ださい。 

〔参考〕・整数で記入する項目 

      エネルギー、カルシウム、ビタミンＡ、ビタミンＣ 

・小数点第１位まで記入する項目 

      たんぱく質、脂質、鉄、食物繊維、食塩相当量 

・小数点第２位まで記入する項目 

      ビタミンＢ１、ビタミンＢ２ 

 
※栄養管理報告書の様式は改定される場合があるので、最新のものをご確認ください。 

https://www.pref.kagawa.lg.jp/kenkouseisaku/jimusho/yg1zxe150306192616.html 



          

          

法 令 ・ 通 達
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Ⅰ 運営・栄養関係（保育施設における食事提供に関わる部分を中心に抜粋） 
 

《１》児童福祉施設における食事の提供に関する援助及び指導について 

 
令和２年３月31日子発 0331 第１号、障発0331 第 8号 
都道府県知事・指定都市市長・中核市市長宛 
厚生労働省子ども家庭局長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知 

 
児童福祉施設における食事の提供に当たっては、日本人の食事摂取基準（2015 年版）を参考に実

施されているところである。 
今般、「日本人の食事摂取基準(2020 年版)」策定検討会報告書が策定されたことに伴い、別紙の

とおり「食事による栄養摂取量の基準」（令和２年１月 21 日厚生労働省告示第 10号。以下「食事

摂取基準」という。）が改正され、令和２年４月１日から適用することとされたので、児童福祉施設

における食事の提供に関する援助及び指導については、同年４月１日以降、下記の事項に留意の上、

貴管内児童福祉施設への対応方よろしく御配意願いたい。 
また、児童発達支援（児童発達支援センターにおいて行う場合を除く）、放課後等デイサービス、

放課後児童健全育成事業、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保

育事業においても、児童福祉施設と同様に取り扱うことが望ましいため、よろしくお取り計らい願

いたい。 
なお、本通知の施行に伴い、「児童福祉施設における食事の提供に関する援助及び指導について」

（平成 27 年３月 31 日付け雇児発 0331 第１号・障発 0331 第 16 号厚生労働省雇用均等・児童家庭

局長・社会・援護局障害保健福祉部長連名通知）は令和２年３月 31日をもって廃止する。 

また、本通知は、地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 245条の４第１項の規定に基づく技術的

助言である。 
 

記 
 

１ 児童福祉施設における食事の提供に係る留意事項について  
（１）入所施設における栄養素の量（以下「給与栄養量」という。）の目標については、別紙のとお

り令和２年度から適用される「食事摂取基準」によることとするので参考とされたいこと。な

お、通所施設において昼食など１日のうち特定の食事を提供する場合には、対象となる子ども

の生活状況や栄養摂取状況を把握、評価した上で、１日全体の食事に占める特定の食事から摂

取されることが適当とされる給与栄養量の割合を勘案し、その目標を設定するよう努めること。 
（２）提供する食事の量と質についての計画（以下「食事計画」という。）について、「食事摂取基準」

を活用する場合には、施設や子どもの特性に応じた適切な活用を図ること。障害や疾患を有す

るなど身体状況や生活状況等が個人によって著しく異なる場合には、一律に適用することが困

難であることから、個々人の発育・発達状況、栄養状態、生活状況等に基づき給与栄養量の目

標を設定し、食事計画を立てること。 
（３）食事計画の実施に当たっては、子どもの発育・発達状況、栄養状態、生活状況等について把握・

評価するとともに、計画どおりに調理及び提供が行われたか評価を行うこと。この際、施設に

おける集団の長期的評価を行う観点から、特に幼児について、定期的に子どもの身長及び体重

を測定するとともに、幼児身長体重曲線（性別・身長別標準体重）等による肥満度に基づき、

幼児の肥満及びやせに該当する者の割合が増加していないかどうか評価し、食事計画の改善を

図ること。 
（４）日々提供される食事について、食事内容や食事環境に十分配慮すること。 また、子どもや保

護者等に対する献立の提示等食に関する情報の提供や、 食事づくり等食に関する体験の機会

の提供を行うとともに、将来を見据えた食を通じた自立支援につながる「食育」の実践に努め

ること。 
（５）食事の提供に係る業務が衛生的かつ安全に行われるよう、食中毒や感染症の発生防止に努める
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こと。 
（６）子どもの健康と安全の向上に資する観点から、子どもの食物アレルギー等に配慮した食事の提

供を行うとともに、児童福祉施設における食物アレルギー対策に取り組み、食物アレルギーを

有する子どもの生活がより一層、安心・安全なものとなるよう誤配及び誤食等の発生予防に努

めること。なお、児童福祉施設では、食物アレルギーなどへの対応を行っている。また、子ど

も自身が自分の食物アレルギーの状況を自覚し、食物アレルギーを有していることを自身の言

葉で伝えることが困難であることなども踏まえ、施設内の職員は、生活管理指導票等を活用（※）

して、状況を把握するよう留意するとともに、子どもの異変時の対応等に備え、平素より危機

管理体制を構築しておくこと。 
    ※具体的な活用方法については「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン（2019 年改

訂版）」を参照 https://www.mhlw.go.jp/content/000511242.pdf 

（７）災害等の発生に備えて、平常時から食料等を備蓄するとともに、災害時等の連絡・協力体制を

事前に確認するなど体制を構築しておくよう努めること。 
 
２ 食事の提供に関する援助及び指導に係る留意事項について 
（１）児童福祉施設の食事の提供に関する援助及び指導に当たっては、児童福祉施設の所管部（局）

が主体となり、栄養改善及び衛生管理等に関し、衛生主管部（局）と連携を図り、必要に応じ

て助言を得ながら実施すること。なお、認定こども園について、教育委員会が所管している場

合には、教育委員会とも連携を図ること。 
（２） 子どもの特性に応じて提供することが適当なエネルギー及び給与栄養量が確保できる食事の

提供について、必要な援助及び指導を行うこと。 
（３）食事の提供に当たっては、子どもの発育・発達状況、栄養状態、生活状況等について把握し、

提供する食事の量と質についての食事計画を立てるとともに、摂食機能や食行動の発達を促す

よう食品や調理方法に配慮した献立作成を行い、それに基づき食事の提供が行われるよう援助

及び指導を行うこと。特に、小規模グループケア、グループホーム化を実施している児童養護

施設や乳児院においては留意すること。 
（４）食事を適正に提供するため、定期的に施設長を含む関係職員による情報の共有を図るとともに、

常に施設全体で、食事計画・評価を通して食事の提供に係る業務の改善に努めるよう、援助及

び指導を行うこと。また、家庭的養護の観点から、小規模グループケアやグループホーム化を

推進する施設においては、調理をすることにより食を通じた関わりが豊かに持てることの意義

を踏まえ、施設の栄養士などが施設内での調理に積極的に関わることができるよう支援を行う

こと。 
（５）施設職員、特に施設長に対して、食事の提供に係る業務の重要性についての認識の向上を図る

とともに、食事の提供に関係する職員に対しては、適時、講習会、研究会等により知識及び技

能の向上を図るよう、援助及び指導を行うこと。 
（６）適切な食事のとり方や望ましい食習慣の定着、食を通じた豊かな人間性の育成等、心身の健全

育成を図る観点から、食事の提供やその他の活動を通して「食育」の実践に努めるよう、援助

及び指導を行うこと。 
（７）食物アレルギー対策の観点から、児童福祉施設に適切な情報を提供するとともに、施設が適確

に対応できるよう、施設や関係機関等と調整を行い、必要な支援体制を構築するよう努めるこ

と。 
（８）災害等の発生に備えて、地域防災計画に栄養・食生活支援の具体的な内容を位置づけるよう、

関係部局と調整を行うこと。 
 

※「食事による栄養摂取量の基準」については添付省略 
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《２》児童福祉施設における「食事摂取基準」を活用した食事計画について 

 

令和２年３月31日子母発0331 第１号 

都道府県・指定都市・中核市民生主管部（局）長宛 

厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知 

 
「食事による栄養摂取量の基準」（令和２年１月21日厚生労働省告示第 10号。以下「食事摂取基

準」という。）が改正され令和２年４月１日から適用されることに伴い、「児童福祉施設における食

事の提供に関する援助及び指導について」（令和２年３月 31日子発 0331第１号・障発 0331第８号

厚生労働省子ども家庭局長・社会・援護局障害保健福祉部長連名通知）を発出したところであるが、

児童福祉施設における食事の提供の基本となる食事計画について、下記の事項に留意の上、効果的

に実施されるよう、貴管内児童福祉施設への周知方よろしく御配意願いたい。  
なお、本通知の施行に伴い、平成 27年３月 31日雇児母発 0331第１号本職通知「児童福祉施設に

おける「食事摂取基準」を活用した食事計画について」 は令和２年３月31日をもって廃止する。  

また、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67号)第 245条の４第１項の規定に基づく技術

的助言である。 
 

記 
 

１ 児童福祉施設における「食事摂取基準」を活用した食事計画の基本的考え方 
（１）「食事摂取基準」は、エネルギーについて、成人においては「ボディ・マス・インデックス（Ｂ

ＭＩ）」、参考として「推定エネルギー必要量」、栄養素については「推定平均必要量」「推奨

量」「目安量」「耐容上限量」「目標量」といった複数の設定指標により構成されていることか

ら、各栄養素及び指標の特徴を十分理解して活用すること。 
（２）「食事摂取基準」は、健康な個人及び集団を対象とし、国民の健康の保持・増進、生活習慣病

の予防を目的とし、エネルギー及び各栄養素の摂取量の基準を示すものである。よって、児童

福祉施設において、障害や疾患を有するなど身体状況や生活状況等が個人によって著しく異

なる場合には、一律の適用が困難であることから、個々人の発育・発達状況、栄養状態、生活

状況等に基づいた食事計画を立てること。 
（３）子どもの健康状態及び栄養状態に応じて、必要な栄養素について考慮すること。子どもの健

康状態及び栄養状態に特に問題がないと判断される場合であっても、基本的にエネルギー、

たんぱく質、脂質、ビタミンＡ、ビタミンＢ１、ビタミンＢ２、ビタミンＣ、カルシウム、鉄、

ナトリウム（食塩）、カリウム及び食物繊維について考慮するのが望ましい。 
（４）食事計画を目的として「食事摂取基準」を活用する場合には、集団特性を把握し、それに見

合った食事計画を決定した上で、献立の作成及び品質管理を行った食事の提供を行い、一定

期間ごとに摂取量調査や対象者特性の再調査を行い、得られた情報等を活かして食事計画の

見直しに努めること。その際、管理栄養士等による適切な活用を図ること。 
 
２ 児童福祉施設における「食事摂取基準」を活用した食事計画の策定に当たっての留意点 
（１）子どもの性、年齢、発育・発達状況、栄養状態、生活状況等を把握・評価し、提供すること

が適当なエネルギー及び栄養素の量（以下「給与栄養量」という。）の目標を設定するよう努

めること。なお、給与栄養量の目標は、子どもの発育・発達状況、栄養状態等の状況を踏ま

え、定期的に見直すように努めること。 
（２）エネルギー摂取量の計画に当たっては、参考として示される推定エネルギー必要量を用いて

も差し支えないが、健全な発育・発達を促すために必要なエネルギー量を摂取することが基

本となることから、定期的に身長及び体重を計測し、成長曲線に照らし合わせるなど、個々人

の成長の程度を観察し、評価すること。 
（３）たんぱく質、脂質、炭水化物の総エネルギーに占める割合（エネルギー産生栄養素バランス）

については、三大栄養素が適正な割合によって構成されることが求められることから、たん
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ぱく質については 13％～20％、脂質については20％～30％、炭水化物については 50％～65％

の範囲を目安とすること。  
（４）１日のうち特定の食事（例えば昼食）を提供する場合は、対象となる子どもの生活状況や栄

養摂取状況を把握、評価した上で、１日全体の食事に占める特定の食事から摂取することが

適当とされる給与栄養量の割合を勘案し、その目標を設定するよう努めること。  
（５）給与栄養量が確保できるように、献立作成を行うこと。  
（６）献立作成に当たっては、季節感や地域性等を考慮し、品質が良く、幅広い種類の食品を取り

入れるように努めること。また、子どもの咀嚼や嚥下機能、食具使用の発達状況等を観察し、

その発達を促すことができるよう、食品の種類や調理方法に配慮するとともに、子どもの食

に関する嗜好や体験が広がりかつ深まるよう、多様な食品や料理の組み合わせにも配慮する 
こと。また、特に、小規模グループケアやグループホーム化を実施している児童養護施設や乳

児院においては留意すること。 
 
 ３ 児童福祉施設における食事計画の実施上の留意点  
（１）子どもの健全な発育・発達を目指し、子どもの身体活動等を含めた生活状況や、子どもの栄

養状態、摂食量、残食量等の把握により、給与栄養量の目標の達成度を評価し、その後の食事

計画の改善に努めること。  
（２）献立作成、調理、盛りつけ・配膳、喫食等各場面を通して関係する職員が多岐にわたること

から、定期的に施設長を含む関係職員による情報の共有を図り、食事の計画・評価を行うこ

と。  
（３）日々提供される食事が子どもの心身の健全育成にとって重要であることに鑑み、施設や子ど

もの特性に応じて、将来を見据えた食を通じた自立支援にもつながる「食育」の実践に努める

こと。  
（４）食事の提供に係る業務が衛生的かつ安全に行われるよう、食事の提供に関係する職員の健康

診断及び定期検便、食品の衛生的取扱い並びに消毒等保健衛生に万全に期し、食中毒や感染

症の発生防止に努めること。 
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参考 日本人の食事摂取基準（2025 年版）の総論（抜粋） 

 

1 策定方針 

1-1 対象とする個人及び集団の範囲 

 食事摂取基準の対象は、健康な個人及び健康な者を中心として構成されている集団とし、生活習慣病

等に関する危険因子を有していたり、また、高齢者においてはフレイルに関する危険因子を有していたりし

ても、おおむね自立した日常生活を営んでいる者及びこのような者を中心として構成されている集団は含

むものとする。具体的には、歩行や家事などの身体活動を行っている者であり、体格〔body mass index：

BMI、体重 (kg)÷身長 (m)2〕が標準より著しく外れていない者とする。なお、フレイルについては、現在のと

ころ世界的に統一された概念は存在せず、フレイルを健常状態と要介護状態の中間的な段階に位置づけ

る考え方と、ハイリスク状態から重度障害状態までをも含める考え方があるが、食事摂取基準においては、

その対象範囲を踏まえ、前者の考え方を採用する。 

 また、疾患を有していたり、疾患に関する高いリスクを有していたりする個人及び集団に対して治療を目

的とする場合は、食事摂取基準におけるエネルギー及び栄養素の摂取に関する基本的な考え方を必ず

理解した上で、その疾患に関連する治療ガイドライン等の栄養管理指針を用いることになる。 

 

1-2 策定するエネルギー及び栄養素 

 食事摂取基準は、健康増進法に基づき、厚生労働大臣が定めるものとされている図１に示したエネルギ

ー（熱量）及び栄養素について、その摂取量の基準を策定するものである。 

 あわせて、国民の健康の保持・増進を図る上で重要な栄養素であり、かつ十分な科学的根拠に基づき、

望ましい摂取量の基準を策定できるものがあるかについて、諸外国の食事摂取基準も参考に検討する。な

お、これまでアルコールに関する記述は炭水化物の章に含めていたが、化学的にも栄養学的にもアルコ

ールは炭水化物とは異なり、栄養素でもない。このため、2025 年版では、アルコールはエネルギー源にな

る物質としてエネルギー産生栄養素バランスの章で触れることとした。その健康影響や適切な摂取に関す

る事項等については他のガイドラインを参照されたい。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          図１ 健康増進法に基づき定める食事摂取基準 

 

１ 国民がその健康の保持増進を図る上で摂取することが望ましい熱量に関する事項 

２ 国民がその健康の保持増進を図る上で摂取することが望ましい次に掲げる栄養素の  
 量に関する事項 
  イ 国民の栄養摂取の状況からみてその欠乏が国民の健康の保持増進に影響を与え 
   ているものとして厚生労働省令で定める栄養素 
   • たんぱく質 
   • n-6系脂肪酸、n-3 系脂肪酸 
   • 炭水化物、食物繊維 
   • ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、ビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシン、 
       ビタミンB6、ビタミンB12、葉酸、パントテン酸、ビオチン、ビタミンC 
   • カリウム、カルシウム、マグネシウム、リン、鉄、亜鉛、銅、マンガン、ヨウ素、 
      セレン、クロム、モリブデン 
  ロ 国民の栄養摂取の状況からみてその過剰な摂取が国民の健康の保持増進に影 
   響を与えているものとして厚生労働省令で定める栄養素 
   • 脂質、飽和脂肪酸、コレステロール 
   • 糖類（単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る。） 
     • ナトリウム 
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1-3 指標の目的と種類 

●エネルギーの指標 

 エネルギーについては、エネルギー摂取の過不足の回避を目的とする指標を設定する。 

 

●栄養素の指標 

 栄養素の指標は、3 つの目的からなる 5 つの指標で構成する。具体的には、摂取不足の回避を目的と

する 3 種類の指標、過剰摂取による健康障害の回避を目的とする指標及び生活習慣病の発症予防を目

的とする指標から構成する（図２）。なお、食事摂取基準で扱う生活習慣病は、高血圧、脂質異常症、糖尿

病及び慢性腎臓病（chronic kidney disease：CKD）を基本とするが、我が国において大きな健康課題であり、

栄養素との関連が明らかであるとともに栄養疫学的に十分な科学的根拠が存在する場合には、その他の

疾患も適宜含める。また、脳血管疾患及び虚血性心疾患は、生活習慣病の重症化に伴って生じると考え、

重症化予防の観点から扱うこととする。 

 摂取不足の回避を目的として、「推定平均必要量」（estimated average requirement：EAR）を設定する。推

定平均必要量は、半数の者が必要量を満たす量である。推定平均必要量を補助する目的で「推奨量」

（recommended dietary allowance：RDA）を設定する。推奨量は、ほとんどの者が充足している量である。 

 十分な科学的根拠が得られず、推定平均必要量と推奨量が設定できない場合は、「目安量」（adequate 

intake：AI）を設定する。目安量は、一定の栄養状態を維持するのに十分な量であり、目安量以上を摂取し

ている場合は不足のリスクはほとんどない。 

 過剰摂取による健康障害の回避を目的として、「耐容上限量」（tolerable upper intake level：UL）を設定す

る。十分な科学的根拠が得られない栄養素については設定しない。 

 一方、生活習慣病の発症予防を目的として食事摂取基準を設定する必要のある栄養素が存在する。し

かしながら、そのための方法論に関する議論はまだ十分ではない 2)。そこで、これらの栄養素に関して、

「生活習慣病の発症予防のために現在の日本人が当面の目標とすべき摂取量」として「目標量」（tentative 

dietary goal for preventing life-style related diseases：DG）を設定する。なお、生活習慣病の重症化予防及

びフレイル予防を目的として摂取量の基準を設定できる栄養素については、発症予防を目的とした量（目

標量）とは区別して示す。 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

               図２ 栄養素の指標の目的と種類 
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２ 策定した食事摂取基準 

  １歳以上について基準を策定した栄養素と指標を表４に示す。  

  なお、健康増進法に基づき厚生労働大臣が定めるものとされている栄養素の摂取量の基準について 

 参考情報がある場合は、原則として、該当栄養素の摂取量の基準に係る表の脚注に記載する。 

 

表４ 基準を策定した栄養素と指標（1 歳以上） 
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３ 活用の基本的な考え方 

  健康な個人又は集団を対象として、健康の保持・増進、生活習慣病等の発症予防及び重症化予防の  

 ための食事改善に食事摂取基準を活用する場合は、PDCAサイクルに基づく活用を基本とする。その概 

 要を図５に示す。まず、摂取量推定（個人あるいは集団を対象とした、各種食事調査の実施による摂取量 

 の把握を指す）によりエネルギー・栄養素の摂取量を推定し、それを食事摂取基準の各種指標と比較し 

 て食事評価（ここではエネルギー及び各栄養素の摂取状況の評価と定義する）を行う。食事評価に基づ 

 き、食事改善計画の立案・食事改善を実施し、それらの検証を行う。検証を行う際には、再度摂取量推定 

 を実施し、食事評価を行う。検証結果を踏まえ、計画や実施の内容を改善する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              図５ 食事摂取基準の活用と PDCA サイクル 
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参考 乳幼児身体発育曲線（こども家庭庁 令和５年乳幼児身体発育調査結果の概要）   
 

   図１ 乳幼児 （男子） 身体発育曲線 （体重） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図２ 乳幼児 （女子） 身体発育曲線 （体重） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図１ 乳幼児 （男子） 身体発育曲線 （体重） 
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 図３ 乳幼児 （男子） 身体発育曲線 （身長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図４ 乳幼児 （女子） 身体発育曲線 （身長） 
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図７ 幼児 （男子） の身長発育曲線              図８ 幼児 （女子） の身長発育曲線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  幼児の身長体重曲線は、今回の調査結果をもとに肥満度判定（やせ及び肥満の評価）のために作成した 

 身長体重曲線である。 

  １歳以上の客体について、身長に対する体重の値を、身長の２次式[体重＝a×身長 2+b×身長+c]によって 

 表したものである。その際、個々の児の体重の値と、身長の値を用いて２次式により算出された体重の値との差 

 の二乗の総和が、最も小さくなるような２次式の係数 a,b,c を求めたものである。   

 

 

＜図５ 乳幼児 （男子） 身体発育曲線 （頭位）、図６ 乳幼児 （女子） 身体発育曲線 （頭位）は省略＞ 
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《３》健康増進法（抄）                 平成 14年８月２日法律第 103号 

 改正 令和７年 12月 12 日法律第87号 

 

（目的） 

第１条 この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民

の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的

な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増

進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的とする。 

（食事摂取基準） 

第 16 条の２ 厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の栄養摂取の改善に向けた自主的な努力を

促進するため、国民健康・栄養調査その他の健康の保持増進に関する調査及び研究の成果を

分析し、その分析の結果を踏まえ、食事による栄養摂取量の基準（以下この条において「食

事摂取基準」という。）を定めるものとする。 

２ 食事摂取基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 国民がその健康の保持増進を図る上で摂取することが望ましい熱量に関する事項 

二 国民がその健康の保持増進を図る上で摂取することが望ましい次に掲げる栄養素の量に

関する事項 

イ 国民の栄養摂取の状況からみてその欠乏が国民の健康の保持増進を妨げているものと

して厚生労働省令で定める栄養素 

ロ 国民の栄養摂取の状況からみてその過剰な摂取が国民の健康の保持増進を妨げている

ものとして厚生労働省令で定める栄養素 

３ 厚生労働大臣は、食事摂取基準を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表する

ものとする。  

（都道府県による専門的な栄養指導その他の保健指導の実施） 

第 18条 都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、次に掲げる業務を行うものとする。 

 一 住民の健康の増進を図るために必要な栄養指導その他の保健指導のうち、特に専門的な

知識及び技術を必要とするものを行うこと。 

 二 特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設に対し、栄養管理の実施につい

て必要な指導及び助言を行うこと。 

 三 前二号の業務に付随する業務を行うこと。 

（栄養指導員） 

第 19 条 都道府県知事は、前条第１項に規定する業務（同項第一号及び第三号に掲げる業務

については、栄養指導に係るものに限る。）を行う者として、医師又は管理栄養士の資格を

有する都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、栄養指導員を命ずるも

のとする。 

（特定給食施設の届出） 

第 20 条 特定給食施設（特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養

管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。）を設置した者は、

その事業の開始の日から１月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、厚生労働省令で

定める事項を届け出なければならない。 
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２ 前項の規定による届出をした者は、同項の厚生労働省令で定める事項に変更を生じたとき

は、変更の日から１月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その

事業を休止し、又は廃止したときも、同様とする。 

（特定給食施設における栄養管理） 

第 21 条 特定給食施設であって特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めると

ころにより都道府県知事が指定するものの設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置か

なければならない。 

２ 前項に規定する特定給食施設以外の特定給食施設の設置者は、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、当該特定給食施設に栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない。 

３ 特定給食施設の設置者は、前２項に定めるもののほか、厚生労働省令で定める基準に従っ

て、適切な栄養管理を行わなければならない。 

（指導及び助言） 

第 22 条 都道府県知事は、特定給食施設の設置者に対し、前条第１項又は第３項の規定によ

る栄養管理の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該栄養管理の実施に関し必

要な指導及び助言をすることができる。 

（勧告及び命令） 

第 23条 都道府県知事は、第 21条第１項の規定に違反して管理栄養士を置かず、若しくは同

条第３項の規定に違反して適切な栄養管理を行わず、又は正当な理由がなくて前条の栄養管

理をしない特定給食施設の設置者があるときは、当該特定給食施設の設置者に対し、管理栄

養士を置き、又は適切な栄養管理を行うよう勧告をすることができる。 

２ 都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた特定給食施設の設置者が、正当な理由がな

くてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定給食施設の設置者に対し、その勧

告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 

（立入検査等） 

第 24条 都道府県知事は、第 21条第１項又は第３項の規定による栄養管理の実施を確保する

ため必要があると認めるときは、特定給食施設の設置者若しくは管理者に対し、その業務に

関し報告をさせ、又は栄養指導員に、当該施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類

その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査又は質問をする栄養指導員は、その身分を示す証明書を携帯し、

関係者に提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 
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《４》健康増進法施行規則（抄）         平成 15年４月 30日厚生労働省令第 86号 

                    改正 令和７年６月１日厚生労働省令第 62号 

 

（特定給食施設） 

第５条 法第 20 条第１項の厚生労働省令で定める施設は、継続的に１回 100 食以上又は１日

250 食以上の食事を供給する施設とする。 

（特定給食施設の届出事項） 

第６条 法第 20条第１項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 

一 給食施設の名称及び所在地 

二 給食施設の設置者の氏名及び住所（法人にあっては、給食施設の設置者の名称、主たる

事務所の所在地及び代表者の氏名） 

三 給食施設の種類 

四 給食の開始日又は開始予定日 

五 一日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数 

六 管理栄養士及び栄養士の員数 

（特別の栄養管理が必要な給食施設の指定） 

第７条 法第 21条第１項の規定により都道府県知事が指定する施設は、次のとおりとする。 

一 医学的な管理を必要とする者に食事を供給する特定給食施設であって、継続的に１回 

 300 食以上又は１日 750 食以上の食事を供給するもの 

二 前号に掲げる特定給食施設以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定

給食施設であって、継続的に１回 500食以上又は１日 1500食以上の食事を供給するもの 

（特定給食施設における栄養士等） 

第８条 法第 21 条第２項の規定により栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければなら

ない特定給食施設のうち、１回 300食又は１日750食以上の食事を供給するものの設置者は、

当該施設に置かれるこれらの者のうち少なくとも１人は管理栄養士であるように努めなけ

ればならない。 

（栄養管理の基準） 

第９条 法第 21条第３項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 

一 当該特定給食施設を利用して食事の供給を受ける者（以下「利用者」という。）の身体

の状況、栄養状態、生活習慣等（以下「身体の状況等」という。）を定期的に把握し、こ

れらに基づき、適当な熱量及び栄養素の量を満たす食事の提供及びその品質管理を行うと

ともに、これらの評価を行うよう努めること。 

二 食事の献立は、身体の状況等のほか、利用者の日常の食事の摂取量、嗜好等に配慮して

作成するよう努めること。 

三 献立表の掲示並びに熱量及びたんぱく質、脂質、食塩等の主な栄養成分の表示等により、

利用者に対して、栄養に関する情報の提供を行うこと。 

四 献立表その他必要な帳簿等を適正に作成し、当該施設に備え付けること。 

五 衛生の管理については、食品衛生法（昭和 22年法律第 223号）その他関係法令の定める

ところによること。 
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《５》健康増進法施行細則（抄）            平成 15年４月 30日規則第 67号 

                       改正 令和２年３月 27日規則第 17号 

 

（特定給食施設の届出） 

第２条 法第 20条第１項の規定による届出は、特定給食施設設置届出書（第１号様式）によ

り行わなければならない。 

２ 法第 20 条第２項の規定による届出は、届出事項の変更に係るものにあっては特定給食

施設届出事項変更届出書（第２号様式）により、事業の休止又は廃止に係るものにあって

は特定給食施設事業休止（廃止）届出書（第３号様式）により行わなければならない。 

３ 法第 20 条第２項の規定により事業の休止に係る届出をした者は、その事業を再開した

ときは、再開の日から１月以内に、特定給食施設事業再開届出書（第４号様式）により知

事に届け出なければならない。 

 

 

※  条文中の第１号様式、第２号様式、第３号様式、第４号様式は、本手引きの中では、それぞ 

れ様式１－１～４として記載している。 

なお、健康増進法第 20条第１項に基づき規則第５条に定める施設（以下「特定給食施設」 

という。）以外の施設であって、特定かつ多数の者に対して、継続的に食事を供給する施設のう

ち、１回 50食以上又は１日 100 食以上の食事を供給する施設（以下「その他の給食施設」とい

う。）についても、香川県特定給食施設等指導要綱（令和２年４月１日施行）に基づき、特定

給食施設と同様の届出（様式１－５～８）が必要である。 
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Ⅱ 衛生関係 
《１》社会福祉施設における衛生管理について 

平成９年３月31日 社援施第 65号 

各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部（局）長宛 

厚生省大臣官房障害保健福祉部企画・社会・援護局施設人材・ 

老人保健福祉局老人福祉計画・児童家庭局企画課長連名通知 

  

今般、食品衛生調査会の意見具申を踏まえ、当省生活衛生局において「大量調理施設衛生管

理マニュアル」ほかを作成したこと等について、別紙のとおり当省生活衛生局長から通知され

たところである。 

 この「大量調理施設衛生管理マニュアル」は、同一メニューを１回 300 食以上又は１日 750

食以上を提供する調理施設に適用するものであるが、社会福祉施設における食中毒を予防する

ため、適用されない社会福祉施設についても、可能な限り本マニュアルに基づく衛生管理に努

められるよう管下の社会福祉施設に対して周知願いたい。 

 なお、「社会福祉施設における衛生管理について」（平成８年９月 24日社援施第 143号本職

通知）は廃止する。 

 

大規模食中毒対策等について 

                    平成９年３月 24日 衛食第８５号 

                   各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長宛 

                   厚生省生活衛生局長通知 

 改正 平成31年３月 29日 生食発 0329第 17号 

 食中毒予防対策については、日頃より格別の御尽力を頂いているところであるが、近年の食

中毒事件の大規模化傾向、昨年の腸管出血性大腸菌Ｏ１５７による食中毒事件の続発等に対応

し、大規模食中毒の発生を未然に防止するとともに、食中毒事件発生時の食中毒処理の一層の

迅速化・効率化を図るため、今般、食品衛生調査会の意見具申を踏まえ、別添のとおり、大量

調理施設衛生管理マニュアル及び食中毒調査マニュアルを作成するとともに、下記のとおり、

食中毒処理要領の一部を改正したので通知する。 

 貴職におかれては、大規模食中毒の発生を未然に防止するため、大量調理施設衛生管理マニ

ュアルに基づき、貴管下の集団給食施設、弁当屋・仕出し屋等営業施設等の監視指導の徹底を

図るとともに、食中毒処理要領及び食中毒調査マニュアルに基づき、食中毒発生時の原因究明

に万全を期するようお願いする。 

 なお、「学校給食施設における衛生管理について」（平成８年８月 16日衛食第 219号生活衛

生局長通知）は廃止する。また、今後、「病原性大腸菌Ｏ-１５７」は「腸管出血性大腸菌Ｏ１

５７」と統一して表記することとしたので御了知願いたい。（以下省略） 
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《２》児童福祉施設等における衛生管理の改善充実及び食中毒発生の予防について 

平成９年６月 30日 児企第 16号 

各都道府県・各指定都市・各中核市児童福祉主管部(局)長

宛 厚生省児童家庭局企画課長通知 

 

児童福祉施設等(認可外保育施設を含む。)における衛生管理については、かねてから適正な

指導をお願いしているところである。 

しかしながら、本年の食中毒の発生をみると、昨年と同様に腸管出血性大腸菌(Ｏ１５７)に

よる食中毒が多発しているところである。特に乳幼児は、腸管出血性大腸菌(Ｏ１５７)等に感

染しやすく、また、重症化しやすいことから、児童福祉施設等においては、調理従事者だけで

なくすべての職員が連携を図りつつ、下記の点に留意し、感染の予防に努めることが重要であ

る。 

また、社会福祉施設における衛生管理については、平成９年３月 31日社援施第 65号により

同一メニューを１回300食以上又は１日 750食以上を提供する調理施設以外の施設においても

可能な限り大量調理施設衛生管理マニュアルに基づく衛生管理に努められるよう周知したと

ころであるが、児童福祉施設等については、感染予防の実効を期するため、大量調理施設衛生

管理マニュアルを参考にするとともに、当面別添参考資料Ⅰを参照するなどにより、管下の児

童福祉施設等に対し衛生管理を徹底するよう指導されたい。 

記 

１．感染症予防のためには、手洗いの励行が重要かつ有効であり、児童、職員ともに手洗いの

徹底を図ること。食事の直前及び排便又は排便の世話をした直後には、石鹸を使って流水で

十分に手指を洗うこと。 

２．特に、下痢便の排泄後又は下痢便の排泄の世話をした後は、直ちに石鹸を使って流水で十

分に手指を洗った上で、消毒液で手指を消毒すること。 

３．使用するタオルは、他人と共用しないこと。なお、タオルの個人専用化が難しい場合には、

使い捨てペーパータオル等の利用も有効であること。 

４．ビニールプール等を使用して水遊びをする際には、水に入る前に腰等を中心に体をよく洗

うとともに、こまめに水の入れ替えを行うなど水の汚染防止に努めること。特に、下痢気味

の児童等については、水に入れないよう十分注意すること。また、風呂で入浴する場合も、

同様の扱いとすること。 

５．保育所等においては、児童の健康状態等について日頃から家庭と緊密な情報交換を行い、

入所施設においても帰宅訓練時等に家庭との情報交換に努めるとともに、嘱託医・保健所等

との連携を図り、児童の健康管理に努めること。 

また、一人ひとりの児童の健康を守るためには、家庭における健康管理が重要であること

から、別添参考資料Ⅱを参照して保護者に対する食中毒予防等の注意喚起を行うこと。 
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 参考資料Ⅰ 

 

１ 調理室等の汚染防止について 

 大量調理施設衛生管理マニュアル（以下「マニュアル」という。）Ⅱ―３―(３)のとおり

汚染作業区域（検収場、原材料の保管場、下処理場）と非汚染作業区域（さらに準清潔作業

区域（調理場）と清潔作業区域（放冷・調製場、製品の保管場）に区分される。）を明確に

区分することがどうしても難しい場合には、下処理済のもの（例えば野菜に付いている土を

洗い落としたもの）を購入するなどにより、食材を通して調理室内が汚染される危険性の高

い作業の減少を図り、調理室等の非汚染作業区域の汚染を防止するよう工夫すること。 

２ シンクの清潔確保について 

 マニュアルⅡ―３―(８)のとおりシンクを用途別に各々設けることがどうしても難しい場

合には、調理工程を汚染作業（食材の検収・保管・下処理）と非汚染作業（調理・盛り付け

等）とに分け、汚染作業から非汚染作業に移るときは、下記の作業手順によりシンクを洗浄

消毒すること。また、加熱調理用食材の洗浄作業から非加熱調理用食材の洗浄作業へ移ると

きも、同様の方法でシンクを必ず洗浄消毒し、シンクを通じて食材が汚染されないように十

分注意するとともに、洗浄水等がシンク以外に飛散しないように留意すること。 

（シンクの洗浄消毒作業手順） 

 ① 飲用適の水（40℃程度の微温水が望ましい。）で３回水洗いする。 

 ② スポンジタワシに中性洗剤又は弱アルカリ性洗剤をつけてよく洗浄する。 

 ③ 飲用適の水（40℃程度の微温水が望ましい。）でよく洗剤を洗い流す。 

 ④ 水分をペーパータオル等で十分拭き取る。 

 ⑤ 70％アルコール噴霧又はこれと同等の効果を有する方法で殺菌を行う。 

３ 汚染作業区域と非汚染作業区域の区別等について 

 マニュアルⅡ―５―(１)―③④によれば調理室内において汚染作業区域と非汚染作業区域

を明確に区別し、手洗い施設、履き物の消毒施設を各区域の入口手前に設けることとある

が、これがどうしても難しい場合には、調理工程の見直しを図り、汚染作業と非汚染作業を

明確に区分し、食材の相互汚染を防止すること。なお、洗浄消毒作業を行う際には、洗浄水

等が飛散しないように留意すること。 

 また、調理済食品が汚染されないように清潔作業区域を確保し、盛り付け・配膳後の食品

等にハエ等が触れることのないよう十分注意すること。 

４ 調理器具・食品等の衛生的な保管について 

 マニュアルⅡ―５―(１)―⑧のとおり外部から汚染されない構造の保管設備を設けること

により清潔な環境の保持及び作業の軽減が図られるところであるが、食器消毒保管庫等を直

ちに設置することがどうしても難しい場合には、調理器具・食器等の消毒を行い、乾燥させ

た上で清潔な場所に保管すること。なお、ネズミ・ゴキブリ・ハエ等が調理器具・食器等に

触れることのないよう十分注意すること。 
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５ 原材料等の保管管理の徹底について 

 原材料等の保管管理については、下記の原材料等の保管管理手順に沿って行い、温度の記

録については、少なくとも①原材料の保管温度は適切であったか②調理が終了した食品を速

やかに提供したか③調理終了後 30分を超えて提供される食品の保存温度が適切であったかを

実施献立表等に点検項目を設け、その適否を記録しておくこと。 

（原材料等の保管管理手順） 

(１) 野菜・果物 

①衛生害虫、異物混入、腐敗・異臭等がないか点検する。異常品は返品又は使用禁止とす

る。 

②各材料ごとに、50ｇ程度ずつ清潔な容器（ビニール袋等）に密封して入れ、－20℃以下で

２週間以上保存する。（検食用） 

③専用の清潔な容器に入れ替えるなどして、10℃前後で保存する。（冷凍野菜は－15℃以下） 

④流水で３回以上水洗いする。 

⑤中性洗剤で洗う。 

⑥流水で十分すすぎ洗いする。 

⑦必要に応じて、次亜塩素酸ナトリウム等で殺菌した後、流水で十分すすぎ洗いする。 

⑧水切りする。 

⑨専用のまな板、包丁でカットする。 

⑩清潔な容器に入れる。 

⑪清潔なシートで覆い（容器がふた付きの場合を除く）、調理まで 30分以上を要する場合に

は、10℃以下で冷蔵保存する。 

(２) 魚介類、食肉類 

①衛生害虫、異物混入、腐敗・異臭等がないか点検する。異常品は返品又は使用禁止とす

る。 

②各材料ごとに、50ｇ程度ずつ清潔な容器（ビニール袋等）に密封して入れ、－20℃以下で

２週間以上保存する。（検食用） 

③専用の清潔な容器に入れ替えるなどして、食肉類については 10℃以下、魚介類について 

は５℃以下で保存する（冷凍で保存するものは－15℃以下）。 

④専用のまな板、包丁でカットする。 

⑤速やかに調理へ移行させる。 

６ 加熱調理食品の加熱加工の徹底について 

 加熱調理食品の加熱加工については、中心部温度計を用いるなどして、中心部が 75℃以上

の温度で１分以上又はこれと同等以上まで加熱したかを確認し、実施献立表等に点検項目を

設け、その適否を記録しておくこと。 
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参考資料Ⅱ <保護者に対する家庭での食中毒予防の注意喚起用> 

 

－ 家庭で行うＨＡＣＣＰ（宇宙食から生まれた衛生管理） － 
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《３》乳児ボツリヌス症の予防対策について 

（昭和 62年 10月 20日 健医感第 71号 衛食第 170 号 衛乳第 53号 児母衛第 29号） 

ボツリヌス菌を原因とする乳児の特殊な疾患である乳児ボツリヌス症の発生を防止するた

め，その対策の在り方について乳児ボツリヌス症予防対策検討会（座長：木村三生夫東海大学

医学部教授）を設け検討を進めてきたところであるが，今般，報告書の提出があった。 

 厚生省としては，この報告書をもとに予防対策を講ずることにしており，貴職におかれても

下記に留意され，その発生の未然防止に特段の御配慮をお願いする。 

 

記 

 １．保健関係者及び医療関係者に対し，本症に関する知識の普及に努めること。 

 ２．乳児の保育に当たる保護者，乳児を対象とする児童福祉施設等に対し，１歳未満の乳児

に蜂蜜を与えないように指導すること。この場合，本症が乳児特有の疾病であり，１歳以

上の者に蜂蜜を与えても本症の発生は無いことを十分認識させることとし，いたずらに混

乱を招くことのないよう保健関係者及び医療関係者を通じ，適切な指導を行うこと。 

 ３．医療関係から乳児ボツリヌス症が疑われる患者の血清，便等のボツリヌス菌及び毒素の

検査依頼があった場合は，できる限り協力を行うこと。 
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《４》保育所等における食中毒等発生時の初動対応マニュアル（平成 22年４月改正一部抜粋） 

 

 (１) 保健所への通報 

  医師が食中毒（疑いを含む。）や腸管出血性大腸菌（Ｏ１５７等）感染症等の一定の感染症

を診断した場合は、管轄保健所長に届出が義務づけられているが、保育所等においても、医

師の診断が確定した場合はもちろんのこと、食中毒等が疑われる入所児童がいることが判明

した場合には、その概要について保健所に通報し、その指導や助言、指示に従うこと。 

  

 

保育所等名・発生年月日・患者数・症状の概要・受診病院名・診断医師名等 

 

 

通報先（令和７年４月現在） 

＊食中毒や感染症が疑われる場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊原因不明の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

通報内容 

東讃保健福祉事務所 

感染症 保健対策課 
TEL ０８７９（２９）８２６１ 
FAX ０８７９（４２）５８８１ 

食中毒 衛生課 
TEL ０８７９（２９）８２７１ 
FAX ０８７９（４２）５８８１ 

小豆総合事務所 

感染症 保健福祉課 
TEL ０８７９（６２）１３７３ 
FAX ０８７９（６２）１３８４ 

食中毒 衛生課 
TEL ０８７９（６２）１３７４ 
FAX ０８７９（６２）１３８４ 

中讃保健福祉事務所 

感染症 
保健対策 

第一課 

TEL ０８７７（２４）９９６２ 
FAX ０８７７（２４）８３４１ 

食中毒 衛生課 
TEL ０８７７（２４）９９６４ 
FAX ０８７７（２４）８３４３ 

西讃保健福祉事務所 

感染症 保健対策課 
TEL ０８７５（２５）２０５２  
FAX ０８７５（２５）６３２０ 

食中毒 衛生課 
TEL ０８７５（２５）４３８３ 
FAX ０８７５（２５）６４３２ 

 

東讃保健福祉事務所 安全・安心対策班 TEL ０８７９（２９）８２５２ 

小豆総合事務所 安全・安心対策班 TEL ０８７９（６２）１３７３ 

中讃保健福祉事務所 安全・安心対策班 TEL ０８７７（２４）９９６２ 

西讃保健福祉事務所 安全・安心対策班 TEL ０８７５（２５）４０６６ 
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(２) 市町・嘱託医への報告 

 市町保育所所管課（認可外保育施設の場合は香川県子ども政策課）及び嘱託医にも保健所へ

の通報と同様の状況報告を行い、指導や助言、指示を受けること。 

 

(３) 保護者への協力依頼 

 感染拡大防止のため、普段から以下のことについて協力を依頼しておくこと。 

 

＊ 子どもに食中毒等や胃腸症状（下痢、嘔吐、発熱、腹痛、嘔気等）が見られた場合は 

速やかに医療機関を受診すること。 

 

＊ 診察の結果、食中毒等の疑いがあると診断された場合は、利用している保育所等に 

速やかに診断名、治療方針等を連絡すること。            

 

 

(４) 患者発生時の初動処置 

 詳細については、保健所の指示に従うべきであるが、保健所が調査に入るまでに、速やかに、

所長及び給食責任者が中心となって次のことを行うこと。 

 

 ① 保存食をすぐ出せるように準備する。 

 ② 患者の下痢便、嘔吐物などがあれば保管する。 

 ③ 他のグループの患者の有無を確認する。 

  ④ 調理従事者や保育士等職員の体調不良者の有無を確認する。 

 ⑤ 直近２週間の献立表を準備する。 

 ⑥ 原材料の仕入れ先や入手経路、保管状況を確認する。 

 ⑦ 使用水の水質検査結果・塩素濃度測定記録を準備する。 

 ⑧ 患者名簿(氏名・年齢・性別・症状・発症日時・受診有無・受診先・家族の状況)を作成す

る。 

 ⑨ 調理室や施設の見取り図、調理従事者の健康管理に関する記録(健康ﾁｪｯｸ記録・検便記録)

等各種衛生に関する点検表を準備する。 

 ⑩ 保健所による調査が終了するまで施設は消毒せず現状を維持しておく。 

 

(５) 保護者等への対応 

保健所等の指導や助言、指示等から、以下の対応が必要となった場合、速やかに対応が取れ

るよう、プライバシーの保護に留意しながら、所長が中心となって準備を行うこと。 

  

① 保護者への検便（保育所等による自主検便、保健所による行政検便）提出依頼 

② 保護者説明会案内及び報告 

③ 保育対応についての周知 
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④ 給食中止時の代替給食の確保 

短期間→簡易給食  

    長期間→栄養的・衛生的にも信用できる業者から購入 

     ＊食物アレルギーや児童に合わせた食形態（離乳食など）にも配慮すること。 

⑤ 個人別身体状況調査票記入依頼 

⑥ 食材納入業者への協力依頼 

 

(６) 保健所立入調査後の動き 

保健所、市町所管課（認可外保育施設の場合は香川県子ども政策課）が行う原因究明に関す

る調査や検査に対して全面的に協力するとともに、保健所及び市町所管課に対し、随時以下

の情報を提供すること。 

 

患者数、欠席者数、症状等、保育所の運営状況、給食の運営状況、 

市町所管課や保健所からの指示内容等 

 

また、保育所については、「一定期間の給食の中止（自粛）」、「臨時休園」等その運営に関わ

る措置が必要になった場合は、保育の実施主体である市町所管課と協議の上、時機を失する

ことなく対応すること。（保健所や県子ども政策課は市町所管課に指導、助言を行う） 
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《５》香川県食中毒警報発令要領   
 

（目的） 

第１条 食中毒の発生が予想される場合に食中毒警報（以下「警報」という。）を発令し、県民及 

   び食品取扱者に食品衛生に関する注意を喚起することによって、食中毒の発生を未然に防止 

   するとともに、併せて食品衛生の知識の高揚を図ることを目的とする。  

  

（警報発令者） 

第２条 警報の発令は、健康福祉部長が行う。  

  

 （警報の発令基準）  

第３条 警報は、原則として、次の各号のいずれかに該当するときに発令する。  

(１) 気温 30℃以上が相当時間継続すると予想されるとき。  

(２) 日平均気温が 27℃以上で、かつ、日平均相対湿度が 75％以上の日が連続して２日間続

いたとき又はそれが予想されるとき。  

(３) 感染性胃腸炎（ウイルス）の定点当たりの報告患者数が 15人以上で、かつ、前週比が２

週間連続して 1.1 以上の増加となったとき。  

(４) 警報発令者が食中毒の発生予防のため特に必要があると認めるとき。  

   

（警報の有効期間）  

第４条 警報（前条第３号又は第４号に基づき発令されるものを除く。）は、発令日から最長で 10 

    日間有効とし、その後は自動的に解除される。なお、さらに期間を延長する必要がある場合 

   は再度発令する。  

  

 （委任）  

第５条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、生活衛生課長が内規 

    で定める。  

  

  附 則  

この要領は、平成 14年４月１日から適用する。 

  附 則   

この要領は、平成 18年５月１日から適用する。 

  附 則 

この要領は、平成 23年４月１日から適用する。     

    附 則 

  この要領は、平成 31年４月１日から適用する。  

  附 則 

  この要領は、令和６年４月１日から施行する。  
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Ⅲ 児童福祉施設給食用スキムミルク関係 

 

公益財団法人児童育成協会児童給食事業部が取り扱っている「児童福祉施設給食用として関

税暫定措置法により無税で輸入、低価格で各児童福祉施設へ配分されているスキムミルク（児

童福祉施設給食用スキムミルク）」を利用する場合は、関税暫定措置法等に基づいた取扱が必要

である。 

 

① 利用対象施設 

児童福祉施設給食用として、関税定率法施行令第65条のなかで、次の児童福祉施設が指

定されている。 

保育所、認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、乳児院、障害児入所施設、児

童発達支援センター、児童相談所に設置する一時保護所、母子生活支援施設（保育施設を

有するもの）、児童館（保育施設を有するもの）、児童心理治療施設、家庭的保育を行う事

業所、小規模保育を行う事業所、事業所内保育を行う事業所、特例保育を行う施設、企業

主導型保育施設（子ども・子育て支援法 59条の２第１項の規定による助成を受けている施

設） 

※幼稚園は児童育成協会からのスキムミルクは利用対象外 

② 受払台帳の整備について 

  関税暫定措置法施行令第 33条第５項により、受払台帳を整備し、受入年月日、受入数量、

使用年月日、使用数量、残量を記入しなければならない。 

 

③ スキムミルクの使用状況報告 

  関税暫定措置法施行令第 33条第６項に基づいて、所在地を所轄する税関から使用状況の

報告書の提出を求められる場合がある。 

 

④ 用途外使用等の制限について 

  関税暫定措置法第 10条により、輸入の許可の日から２年以内は、児童福祉施設給食用以

外の使用は禁止されているので注意する。やむを得ない理由がある場合は、税関長の承認が

必要となるので、必ず事前に児童給食事業部まで連絡すること。 

 

⑤ 亡失及び減却処分について 

  輸入の許可の日から２年以内のものについては、関税暫定措置法施行令第 36 条により、

「減免税物品滅却届」を所轄の税関長へ提出し、確認を受けたうえで廃棄処分を行うことに

なるため、必ず事前に児童給食事業部まで連絡すること。 

  なお、輸入許可の日から２年以上経過したものについては、税関長への届出をする必要

がないため、施設において自由に廃棄等の処分をすることはできるが、処分年月日、数量等

を必ず受払台帳に記入すること。 
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⑥ スキムミルクの委託加工について 

  児童福祉施設給食用スキムミルクをパン、ケーキ、加工乳等に加工するため、加工食品を

製造する者（加工業者）に委託する場合には、受払い等の取扱いについて十分注意を払うと

ともに、加工業者との間に次の条項等を付した「スキムミルクの委託加工に関する契約」の

締結が必要である。 

（１）用途外使用の禁止について 

（２）横流、転売、他の物資との交換、無断処分等の禁止 

（３）スキムミルク受払台帳の整備（関税暫定措置法施行令第 33条第５項）について 

（４）納入条件について 

（５）定期報告、又は随時報告について 

（６）立入調査について 

（７）その他必要事項 

 

⑦ スキムミルクの保護者等の試飲用等について 

   児童の給食用に供する以外は、用途外使用として所轄の税関長の承認が必要となるが、

児童福祉施設給食で次の用途に使用される場合は、用途外使用には該当しないものとして

取り扱うことができる。 

    

   <参考> 関税暫定措置法基本通達（改正：令和７年３月31日） 

１０-１  （用途外使用に該当しない場合（抄）） 

   （６）法第９条第１項に規定する軽減税率の適用を受けた令第 32 条第１項第１号に掲

げる物品が、次に掲げる用途に使用される場合であっても、その数量が当該用途

につき合理的に必要とされる量の範囲内であれば、法第 10 条に規定する用途外

使用には該当しないものとして取り扱う。 

     イ 学校給食用小麦粉（パン）の品質批判会及び抜取検査のための試料用 

     ロ 学校給食用パンの試験焼用 

     ハ 学校給食用乾燥脱脂ミルクの衛生検査のための試料用 

     ニ 学校給食のための講習会用（栄養管理講習会、調理講習会等） 

     ホ 学校給食普及のための試食会用 

     ヘ 学校給食実施校における調理従事員用 

 

（参考：給食事業部だより 公益財団法人 児童育成協会児童給食事業部 令和７年なつ号 No.241） 
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●料理に使うときのポイント 
   ＊スキムミルクには、ほのかな甘みがあります。そのため和食などの甘みを出したく

ない料理に使用するときは、量を少なめにしたほうがよいでしょう。また、火の通り

がよく、焦げやすいので火を使う料理に使用するときは、火加減を少し弱めにするこ

とがポイントです。 

   ＊カレーやシチューなどにスキムミルクを入れるときは、仕上げの段階、火を止める

直前に加えるくらいでちょうどよいでしょう。 

   ＊オーブン料理の場合は、設定温度を通常よりも 10℃くらい低くしておくと綺麗に仕

上がります。 

   ＊スキムミルクの量は、用途に応じて濃さを調整するとよいでしょう。スキムミルク

をそのまま飲んだりデザートに使用する場合には、スキムミルク 100ｇに対し 700cc

の水で溶くと美味しくなります（濃度約 13％）。 

    また、スキムミルクの美味しさをより活かすためには料理に合わせて濃度を高めて

使うとよいでしょう。例えばシチューなどの仕上げに入れるならスキムミルクを同

量～倍量の水で溶いて調味料的に使ったり、挽肉料理などの下ごしらえなら水で溶

かさず粉のまま少量を練り込むことで料理の旨みが増します。 

  

●溶かし方について 
 ＊保育給食のように一度に多くの量を溶く場合は、スキムミルクにいきなり水全量を 

  加えてしまうとダマになってしまいます。まず、少量の水を入れたボウルにスキム 

  ミルクを少しずつ入れ、ペースト状に練ってから残りの水を加えるようにすると失 

  敗しません。最後にこし器を使ってこす作業をすれば溶け残ったダマも処理できま 

   す。 

   ＊水の温度は、基本的に水でも 50～60℃のお湯でも溶け方にほとんど差はありません。 

    温度は調理内容や使用目的に応じて調整してください。ただし、70℃以上のお湯を 

    使用すると、乳に含まれるたんぱく質が変性し、凝固したり風味が変わってしまう 

    ことがあるためご注意ください。 

 

●保管上の注意点 
＊開封後はなるべく早めに使い切ってください。保存する時の湿度が高かったりした場

合には、たんぱく質が変性して色が褐色がかり、風味が落ちて溶けにくくなります。

また、空気に触れた状態で保存すると、わずかに含まれている脂肪分の酸化で味や風

味が悪くなることもあります。 

＊一度開封したものを密封して冷蔵庫で保管すると、袋に閉じ込められた空気に含まれ

ている水蒸気が結露します。スキムミルクに限らず粉末状のものは、水を吸って固ま

り品質が悪くなりますので、開封したら冷蔵庫で保管しないようにしてください。 

＊湿気にあうと固まり、色や香りが悪くなり、変質して溶けにくくなりますから、常に

乾燥した風通しの良いところに保管してください。 

＊ねずみの好物であり、また、虫がつきやすいので、防そ・防虫に十分注意してくださ

い。 
 

（参考：給食事業部だより 公益財団法人児童育成協会 児童給食事業部 令和７年なつ号 No.241 ） 

 

 

スキムミルクの使用について 
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《１》関税暫定措置法（抄）             昭和 35年３月 31日法律第 36号 

改正 令和７年４月１日法律第 16号 

（趣旨） 

第１条 この法律は、国民経済の健全な発展に資するため、必要な物品の関税率の調整に関 

し、関税定率法（明治 43年法律第54号）及び関税法（昭和 29年法律第61号）の暫定的特

例を定めるものとする。 

（用途外使用等の制限） 

第 10 条 第４条の規定により関税の免除を受け、又は９条第１項の軽減税率若しくは同条第 

２項の譲許の便益の適用を受けた物品は、その輸入の許可の日から２年以内に、その免除を

受け、若しくは軽減税率若しくは譲許の便益の適用を受けた用途以外の用途に供し、又はこ

れらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。（以下省略） 

（罰則） 

第 16 条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の拘禁刑又は 200 万円以下の罰金に

処する。 

二 第 10条の規定に違反して同条の物品を同条に規定する用途以外の用途に供し、又はこ

れに供するため譲渡した者 

 

《２》関税暫定措置法施行令（抄）           昭和 35年３月 31日政令第 69号 

改正 令和７年４月１日政令第 141号 

（軽減税率等の適用についての手続等） 

第 33 条 

５ 法第９条第１項の軽減税率の適用を受けた前条第１項第１号に掲げる物品の輸入者その

他の配分を行う者（以下この項及び次項において「配分機関」という。）及び当該物品の給食

を実施する法の別表第１第 0402・10号の２の(１)に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務

教育学校、夜間において授業を行う課程を置く高等学校若しくは特別支援学校、関税定率法

施行令第 65条第１項（児童福祉施設等の指定）に規定する児童福祉施設若しくは同条第２項

に規定する施設又は児童福祉法第６条の３第９項、第 10項若しくは第12項に規定する事業

による保育を行う者（以下この項及び次項において「学校等」という。）並びにこれらの者の

委託を受けて当該物品を使用して給食用の加工食品を製造する者は、当該物品及びこれを使

用して製造した給食用の加工食品（以下この項において「給食用加工食品」という。）に関す

る帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、給食を実施する

学校等にあつては、配分先の記載は、することを要しない。 

一 受け入れた当該物品又は給食用加工食品の受入年月日及び受入先（当該物品の輸入者に

あつては、輸入の許可の年月日及び許可書の番号）、種類、数量、価格並びに蔵置場 

二 当該配分機関及び学校等にあつては、配分した当該物品又は給食用加工食品の種類、数

量、価格、配分年月日、配分先及び蔵置されていた場所 

三 給食用加工食品を製造する者にあつては、使用した当該物品の種類、数量及び価格並び

にこれを使用して製造した給食用加工食品及び納入した当該給食用加工食品の品名、数量

及びその年月日 

６ 税関長は、必要があると認めるときは、法第９条第１項の軽減税率の適用を受けた前条第

１項第１号に掲げる物品の輸入者その他の配分機関及び当該物品の給食を実施する学校等

並びにこれらの者の委託を受けて当該物品を使用して給食用の加工食品を製造する者に対

し、当該物品についての業務に関する報告書の提出を求めることができる。 


